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あ い さ つ 

 

 神山町においては過疎化による少子高齢化問題、集落の維持

管理機能の低下、地域医療の危機など地域全体の活力が失われ

るような課題が山積しています。 

 このような中、平成１８年３月に町民一人ひとりが健やかで

心豊かに生活できる活力ある社会を実現するために、２１世紀

における国民健康づくり運動「健康日本２１」を踏まえた神山

町の健康づくり計画「夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～」

を策定し、健康寿命の延伸を掲げ、青年期・壮年期からの健康

づくりや糖尿病等の生活習慣病の発症予防・重症化予防、高齢期における生活機能低下

予防対策などに取り組んでまいりました。 

 計画策定から１０年が経過し、健康寿命の維持、糖尿病死亡率の減少などの成果が得

られましたが、生活習慣病や認知症の増加により本町の国民健康保険療養給付費や介護

保険給付費などの社会保障費は年々増加している状況です。本町の高齢化率 49.1％及び

少子化からは今後も高齢化の進展によりこの傾向は強まると予測されます。 

 そこで、第１期計画に引き続き、予防可能で改善結果の出る健康課題の解決を行い、

さらなる健康寿命の延伸にむけて「健康日本２１（第２次）」を踏まえた「夢・元気・笑

顔～健康かみやま２１～第２期計画」を策定いたしました。本計画は、がん、循環器疾

患（脳血管疾患、虚血性心疾患）、糖尿病、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）、認知症等の

「生活習慣病の発症予防と重症化予防」並びに「健康に関する生活習慣及び社会環境の

改善」の２つを大きな柱とし、それぞれの課題に対応した対策を推進します。 

 健康づくりは毎日の積み重ねが大切であり、町民の皆さま一人ひとりが主役となって、

自分の健康状態にあった取り組みを進めていただくことが神山町全体の健康につながり

ます。皆さまもできることから始めていただき、健康づくりの輪を家庭・地域へと広げ

ていただきたく存じます。 

 また、町民の皆さまや個人を取りまく地域・関係機関・各種団体・行政が同じ目標に

向かって施策を推進することで目標の実現が可能となります。皆さまとの連携の基、目

標と意識を共有し、それぞれの立場でできることを確認しながら目標達成に向けて一丸

となって推進する必要があります。健康はかけがえのない貴重な財産であり、豊かな人

生の土台です。夢・元気・笑顔で過ごすことができるよう一緒に取り組みを進めていた

だきますよう宜しくお願いいたします。 

 最後になりましたが、計画策定にあたり、町民を代表してご参加いただきました計画

検討委員・健康づくり推進協議会委員の皆さま、ご支援いただきました徳島保健所の皆

さまに厚くお礼を申し上げますともに、今後の計画推進につきましてもご指導・ご助言

いただけますようお願い申しあげます。 

                       

平成２８年３月  神山町長  後 藤  正 和 



第１章 計画策定にあたって 

 

１．計画策定の趣旨 

   

   日本の平均寿命は、先進諸国間で戦後最下位であったものが、高度経済成長等を

経て生活が豊かになり、医療技術の進歩なども相まって、今や世界トップクラスの

長寿国となりました。 

国において、平成 12 年度より展開されてきた「２１世紀における国民健康づくり

運動(以下「健康日本２１」という)は、壮年期の死亡減少、健康寿命の延伸、生活の

質の向上を目的として、健康を増進し発症を予防する「一次予防」を重視した取り組

みが推進されてきました。また、平成 14 年８月にはそれらを後押しする「健康増進

法」が制定されました。 

先般改正された、平成 25 年度から平成 34 年度までの健康日本２１（第２次）で

は、21 世紀の日本を「急速な人口の高齢化や生活習慣の変化により、疾病構造が変

化し、疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の

割合が増加し、これらの生活習慣病は国民医療費の約３割、死亡者数の約６割を占め

る。今後、ますます病気や介護の負担は上昇し、これまでのような高い経済成長が望

めないとするならば、疾病による負担が極めて大きな社会になる。」と捉え、引き続

き、生活習慣病の一次予防に重点を置くとともに、合併症の発症や症状の悪化などの

重症化予防を推進するため、次の５つの基本的な方向が示されました。 

  １．健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

  ２．生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

  ３．社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

  ４．健康を支え、守るための社会環境の整備 

   ５．栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康

に関する生活習慣及び社会環境の改善 

 

   徳島県では、平成 13 年３月に県の健康づくり推進計画として「健康徳島２１」が

策定され、国の医療制度改革の流れを受け、メタボリックシンドロームに着目した

生活習慣病対策の推進を図るために平成 25 年３月「健康徳島２１～『生涯健康とく

しま』を目指して～」の改正がなされました。 

 

神山町では、平成 18 年３月に町民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を

実現するため、生活習慣病対策を中心に「夢・元気・笑顔で仲良く暮らせる神山町」

を目指し、生活習慣等の改善により健康を増進する一次予防の推進と、高齢期におけ

る生活機能低下予防対策を強化することに重点を置いた「夢・元気・笑顔～健康かみ 

やま２１～」を策定し、地域や各種団体、関係機関と連携を図りながら生活習慣病対

策を進めてきました。 



 

「夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～」の計画期間が終了することに伴い、国の

健康日本２１（第２次）の基本的な方向性を踏まえ、ライフサイクルにそった生活習

慣病の発症予防と重症化予防の徹底を図り、10 年後を見据えた健康づくり施策を推

進するため、母子保健分野と食育も含めた健康増進計画「夢・元気・笑顔～健康かみ

やま２１～第２期計画」を策定するものです。 

 

２．計画の位置づけ 

 

この「夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～第２期計画」は、国の「健康日本２１

（第２次）」及び県の「健康徳島２１」を踏まえた計画であり、「第４次神山町総合計   

画」の健康分野の一翼を担い、健康増進法の規定に基づく市町村健康増進計画です。 

また、計画の推進にあたっては、「神山町子ども・子育て支援事業計画」、医療保険

者として策定している「第２期特定健康診査等実施計画」「保健事業実施計画（デー

タヘルス計画）」、「神山町介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画（第６期）」等の各

種計画と整合性を図るものとします。 

 

 

 

 

３．計画の期間 

 

   この計画は平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間とします。 

 

 

健康日本２１（第２次）

健康徳島２１～生涯健康

とくしまを目指して～

第４次神山町総合計画

夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～（第２期）

関連計画

▷ 神山町子ども・子育て支援事業計画

▷ 第２期特定健康診査等実施計画

▷ 保健事業実施計画（データヘルス計画）
▷ 神山町介護保健事業計画・高齢者保健福祉計画（第６期）



 
 

第２章 神山町の概況と健康概況 

 

１．神山町の概況 

 

  神山町は徳島県東部の名西郡（神山町・石井町）に属し、町内の東側（広野地区）

は県都徳島市、石井町と接しています。町面積は 173.31㎢あり、町の中央を横断する

鮎喰川上中流域に農地と集落が点在し、その周囲を町域の約 83％を占める 300～

1,500m 級の山々が囲んでいます。 

 

  年平均気温は 14℃前後、年間降水量は 2,100mm 前後です。季節によって寒暖の差

が大きく、地区によっては冬に数センチの積雪があります。 

町の沿革は、明治 22 年市制町村制施行によって広野・阿川両村が合併した「阿野村」、

下分上山・左右内両村が合併した「下分上山村」に、「神領村」「鬼籠野村」「上分上山

村」を合わせた５村で存続していましたが、昭和 30 年、５村が合併して「神山町」が

誕生し、現在に至っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

２．健康に関する概況 

表１ 神山町の健康に関する概況（平成 26 年度） 

徳島県・国と比較し数値が高い傾向にあるもの 

 

実数 実数 割合 実数 割合 実数 割合

2,800 571,105 31.6 209,460 27.1 29,020,766 23.2

1,810 113,837 14.7 13,989,864 11.2

990 95,623 12.4 15,030,902 12.0

1,955 266,169 34.5 42,411,922 34.0

1,211 296,728 38.4 53,420,287 42.8

男性

女性

34 6,826 44.3 2,504 47.1 360,744 48.3

25 4,402 28.6 1,439 27.1 198,622 26.6

11 2,844 18.4 872 16.4 121,486 16.3

0 305 2.0 143 2.7 14,474 1.9

3 568 3.7 210 4.0 25,089 3.4

3 471 3.1 147 2.8 26,250 3.5

640 113,409 19.9 47,695 22.6 5,178,997 20.0

9 2,085 0.3 781 0.3 136,600 0.3

9 2,512 0.4 1,047 0.4 145,883 0.4

132 23,841 20.1 12,720 26.0 1,089,285 20.3

415 62,248 52.4 27,868 56.8 2,551,660 47.9

144 29,779 24.9 14,306 29.0 1,386,541 25.7

447 70,635 59.5 31,700 64.7 2,914,608 54.8

181 33,092 28.2 13,029 26.9 1,324,669 25.2

42 10,614 8.8 4,954 9.9 493,808 9.2

404 60,835 51.0 28,990 59.2 2,505,146 47.1

199 41,400 34.6 16,941 34.1 1,720,172 32.2

認定あり

認定なし

670 73,531 39.4 11,713,836 36.2

585 67,670 36.2 11,257,199 34.8

303 45,543 24.4 9,347,289 28.9

0 139 0.3 114 0.6 7,735 0.2

5 1,108 2.1 763 4.1 86,914 2.7

0 14,527 27.1 15,007 80.4 1,422,951 44.0

7 1,494 2.8 2,441 13.1 256,703 7.9

15.4

6.0

7.2

9.9

36.2

11.8

がん

19.2日

662.977 670.435

59.7

97.3

40.3

23,292

2.7

49,913,310

17.5

10.9

15.8

41,924,470

152,574,420

費用の割合

精神

56.5

16.5日

9.6

9.5

21.5

25,134,080

30,465,610

慢性腎不全（透析あり）

糖尿病

高血圧症

10.1

③
医療費の

状況

一人当たり医療費

件数の割合

入

院

1件あたり在院日数

外

来

費用の割合

件数の割合

受診率

3.2

加入率

65～74歳

0.0

26.1

40～64歳

病院数

39歳以下

43.0

7,952

30.2

652.3

18.1

641.0 706.0

28.8

22.0

32,318,324

外来患者数

① 国保の状況

診療所数

②
医療の概況

（人口千対）

病床数

医師数

入院患者数

被保険者数 1,558

9,985

4,339

介護給付費

④

3

要介護認定別

医療費（40歳以上）

施設サービス

居宅サービス

②

①

医療費等

③ 32,591

71,395

8,405

292,005

4,102

高血圧症

62,404

39,651

101.4

新規認定者

1件当たり給付費（全体）

288,254

41,327

60,773

281,490

3,816

40,470

①

100

100

死

因

104.7

100.6

標準化死亡比

（SMR）

心臓病
有病状況

介護保険

精神

2号認定者

筋・骨格

がん

がん

心臓病

糖尿病

1号認定者数（認定率）

自殺

脳疾患

糖尿病

腎不全

男性

86.4

79.1 79.6

86.4

65.265.2

86.4

66.866.7

65.2

8.831.4 4.2

25.2

70.666.9

24.3

79.4

18.4

46.9

21.7

③
79.4

第3次産業

第2次産業

56.1

男性

② 25.4

県 国

39歳以下

772,357 124,852,9751,807,784

第1次産業

同規模平均
項目

32.8

16.6

1

女性

産業構成

健康寿命

人口構成

総人口

20.3

65歳以上（高齢化率）

65～74歳

75歳以上

40～64歳

30.3

46.9

5,966

割合

神山町

④

20.7

13.3

7.3

25.7

筋・骨格

医療費分析
生活習慣病に

占める割合

最大医療資源傷病

名（調剤含む）

同規模10位
32,462

県内2位

22.9

19.4

62.5

19.4

①

④
男性

女性
平均寿命

94.8

103.5

45.3

0.0

39.1

714.5

66.7

104.9

25,108

86.2

26,755

24.2

64.6

3.9

0.0

99.4

66.7

4,143

66,662

2

合計

女性

32.9

44.7

死亡の状況

早世予防から

みた死亡
（65歳未満）

②

14.5

3.9

10.2

15.0

17.0

8.9 9.5

9.8

753.559

15.9日

64,944,870

5.2

96.6

3.4

54.6

23.0

21.5日

54.7

3.3

0.3

731.2

68.5

293,301

7,420

30.5

28.1

37.5

0.5

62.4

脂質異常症

脳疾患

25.2

186,744535,828

43.5 45.4

96.7

4.5

6.3

21.1

4



 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国保データベース（KDB）システム二次加工ツール】 

461,379 23位 (20)

408,097 24位 (22)

456,820 22位 (24)

484,896 22位 (26)

490,804 22位 (17)

693,525 6位 (8)

県内順位 374,073 22位 (27)

順位総数25 541,688 24位 (12)

31,808

24,507

23,113

26,725

33,614

120,399

25,892

51,395

健診受診者

健診未受診者

健診受診者

健診未受診者

227 83,201 56.8 24,938 56.5 3,998,969 56.5

216 75,119 51.3 23,481 53.2 3,599,147 50.8

11 8,082 5.5 1,457 3.3 399,822 5.6

①

③ 27 1470 7.7 144 2.7 32,720 3.9

④ 33 13,457 9.2 3,060 6.9 647,323 9.1

該当者 77 25,146 17.2 7,562 17.1 1,168,365 16.5

　男性 55 17,185 25.5 5,054 27.4 796,026 26.0

　女性 22 7,961 10.1 2,508 9.8 372,339 9.3

予備群 51 16,937 11.6 5,225 11.8 756,989 10.7

　男性 24 11,663 17.3 3,494 19.0 521,582 17.0

県内順位 　女性 27 5,274 6.7 1,731 6.7 235,407 5.9

⑦ 順位総数25 総数 150 47,723 32.6 14,458 32.7 2,170,195 30.7

⑧ 　男性 94 32,586 48.4 9,598 52.1 1,480,258 48.3

⑨ 　女性 56 15,137 19.1 4,860 18.9 689,937 17.2

⑩ 総数 38 8,740 6.0 2,412 5.5 337,401 4.8

⑪ 　男性 10 1,490 2.2 335 1.8 56,020 1.8

⑫ 　女性 28 7,250 9.2 2,077 8.1 281,381 7.0

⑬ 1 1,078 0.7 253 0.6 45,167 0.6

⑭ 38 12,014 8.2 3,727 8.4 526,687 7.4

⑮ 12 3,845 2.6 1,245 2.8 185,135 2.6

⑯ 16 4,421 3.0 991 2.2 181,386 2.6

⑰ 9 1,431 1.0 361 0.8 62,401 0.9

⑱ 31 12,106 8.3 4,146 9.4 583,307 8.2

⑲ 21 7,188 4.9 2,064 4.7 341,271 4.8

183 50,432 34.5 15,855 35.9 2,366,633 33.4

42 11,274 7.7 3,099 7.0 497,291 7.0

95 30,649 20.9 9,576 21.7 1,595,503 22.5

15 4,499 3.2 1,512 3.5 223,846 3.3

21 7,859 5.5 2,548 5.9 379,754 5.6

3 1,758 1.2 268 0.6 38,127 0.6

46 11,975 8.6 4,969 11.4 671,658 10.0

③ 66 22,500 15.4 5,172 11.7 998,139 14.1

④ 30 9,850 7.3 3,059 7.3 476,580 7.9

⑤ 83 17,480 12.9 6,947 16.6 693,367 11.6

⑥ 68 23,133 17.0 6,967 16.7 953,289 15.8

⑦ 126 36,745 27.1 12,014 28.8 1,546,021 25.8

⑧ 157 45,144 33.2 13,828 33.1 1,917,343 31.7

⑨ 320 89,527 65.7 23,195 55.6 3,557,410 58.7

⑩ 230 64,325 47.4 19,911 47.8 2,791,846 46.1

⑪ 107 30,462 22.6 10,562 25.5 1,440,928 24.0

⑫ 111 36,096 25.8 10,010 23.2 1,682,478 25.7

⑬ 97 30,122 21.5 7,752 18.0 1,415,168 21.6

190 54,955 59.7 16,373 64.8 2,926,851 64.6

76 24,279 26.4 5,858 23.2 1,067,520 23.6

19 9,680 10.5 2,361 9.3 414,219 9.1

3 3,084 3.4 660 2.6 118,864 2.6

⑥

健診有無別

一人当たり

点数

入

院

悪性新生物

精神

腎不全

心疾患

脳血管疾患

脂質異常症

高血圧

脳血管疾患

⑤

健診対象者

一人当たり

生活習慣病対象者

一人当たり

費用額
（1件あたり）

高血圧

31,941

19位

5,555

13,607

2,929

21位

2,695

11,861

32,794

22位

2,137

15位心疾患

入院の（　）内

は在院日数

腎不全

外

来

糖尿病

脂質異常症

精神

悪性新生物

医療機関受診率

受診勧奨者

医療機関非受診率

糖尿病

11位

18位

18位

6,619

14,132

13位

7,451

2.3

45.5

47.8

35,363

12,072

6,025

2,113

34,432

⑥

⑤

② 40.1
県内6位

メ

タ

ボ

該

当

・

予

備

群

レ

ベ

ル 血糖・脂質

血圧・脂質

血糖のみ

血圧のみ

特定健診の

状況
メタボ

血糖・血圧・脂質

脂質のみ

4

非肥満高血糖

特定保健指導終了者（実施率）

健診受診者

受診率

⑦
健診・レセ

突合

一

日

飲

酒

量

66.0

食べる速度が速い

3合以上

2～3合

1～2合

1合未満

68.5

49.01日1時間以上運動なし

喫煙

20歳時体重から10kg以上増加

1回30分以上運動習慣なし

23.0

5

6

1.9

6.5

4.4

1.0

6.6

睡眠不足

56.3

6.9

7,078,104

8.2

33.9

44,148475

16.2

33.2

10.1

39.3

8.0

10.7

11.5

同規模121位

血糖・血圧

腹囲

BMI

146,469

26.4

全国26位

8.0

31.6

45.2

4.8

20.4

26.7

14.4

17.6

6.4

13.9

33.5

26.4

23.4毎日飲酒

時々飲酒

週3回以上朝食を抜く

週3回以上食後間食

週3回以上就寝前夕食

21.0

0.2

3.4

2.5

3.2

貧血

10.5

38.5高血圧

心臓病（狭心症・心筋梗塞等）

⑭

①

②

服

薬

既

往

歴 腎不全

生活習慣の

状況

9.7

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

脂質異常症

糖尿病 8.8

20.0

4.4

0.6



 
 

 

（１）人口構成 

 

  神山町の人口（平成 26 年 10 月１日現在）構成をみると、0 歳から 14 歳および 15

歳から 64 歳までの人口割合がいずれも県に比べて低く、65 歳以上の人口割合は県よ

り高くなっています。 

 

表２ 人口構成（平成 26 年 10 月１日現在） 

人数 割合 人数 割合
人 ％ 人 ％

総人口 5,441 - 763,873 -

0～14歳 331 6.1 91,239 12.1

15～64歳 2438 44.8 437,800 57.9

65歳以上 2672 49.1 227,653 30.1

平均年齢

徳島県神山町

48.7歳60.0歳  

【県・町：徳島県ホームページ「徳島県推計人口」】 

 

神山町の人口は平成 16 年では 7,050 人でしたが、平成 26 年 5,441 人と減少傾向に

あります。 

人口構成をみると、老年人口割合は、平成 16 年には 43.4％でしたが、平成 26 年に

は 49.1％となり、10 年間で 5.7％高くなっており、徳島県（30.1％）に比べて高齢化

が進展しています。 

年少人口（0～14 歳）の割合が低下しているのに対し、老年人口（65 歳以上）が増

加しており、今後も少子化と高齢化が進むことが予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

図１ 神山町の人口推移と将来人口推計 

 

【平成 12 年～平成 22 年 総務省「国勢調査」】 

【平成 27 年～国立社会保障・人口問題研究所「日本の市町村別将来の推計人口」】 

 

表３ 地区別高齢者人口割合（平成 26 年９月 30 日現在） 

 

上分 下分 左右内 神領 鬼籠野 阿川 広野

６５歳以上 66.73% 50.83% 60.71% 41.65% 46.10% 52.62% 39.88%

７５歳以上 46.89% 34.41% 40.00% 26.78% 28.81% 34.01% 25.48%

高

齢

者
人

口
割

合    

 【住民基本台帳関係事件結果表】 

 

地区別高齢者人口割合をみると、65 歳以上・75 歳以上ともに上分地区が最も高く、広

野地区が最も低い状況となっています。地区によって高齢化率に差があります。 
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（２）出生 

 

  神山町の出生数は年間 20 人前後、出生時の体重が 2,500g 未満の低出生体重児の出

生数は０～５人程度で推移しています。出生率は県に比べて低い値で推移しています。 

近年、低出生体重児については、神経学的・身体的合併症のほか、成人後に糖尿病や

高血圧等の生活習慣病を発症しやすいことがわかってきました。妊娠前・妊娠期の心身

の健康づくりの充実とともに、低出生体重児については生活習慣病予防の取り組みが必

要となります。 

 

図２ 神山町の出生の推移 

 

【母子保健統計（平成 27 年度）】 

 

図３ 神山町の出生率の推移 

 

                              【母子保健統計（平成 27 年度）】 

                            注）出生率は人口千対で算出 

出生率＝（年間の出生数／人口）×1000 
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（３）死亡 

 

  神山町の主要死因の標準化死亡比（SMR※）をみると、平成 15 年から平成 19 年頃

までは糖尿病が男女ともに第１位となっていましたが、近年は低く推移しています。

平成 21 年から平成 25 年の標準化死亡比（SMR）では、男性では不慮の事故、自殺、

老衰、心疾患が高く、女性では腎不全、肝疾患、心疾患が高くなっています。 

 

図４ 標準化死亡比（SMR）（平成 21 年～平成 25 年） 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【徳島県保健・衛生統計】 
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＜ 男 性 ＞ 

※ＳＭＲ（標準化死亡比）：その地域の年齢構成の違いを除いて死亡率を全国と比較するた

めの指標。全国と同じであれば１００となり、１００を超えると全国より死亡数が多く、１

００より小さいと死亡数が小さいことを意味する。 

＜ 女 性 ＞ 



 
  



 
 

 



 
 

 

平成 25 年度における神山町の早世（64 歳以下の死亡）については、男性・女性とも

に死亡割合は、県と比較して低い状況にあります。 

 

表４ 早世死亡の状況（平成 25 年） 

死亡人数（人） 割合（％） 死亡人数（人） 割合（％）

11 7.5 1,057 10.8

男性 10 12.5 736 15.0

女性 1 1.4 321 6.6

徳島県神山町

合計

 

【国保データベース（KDB）システム二次加工ツール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

（４）平均寿命と健康寿命 

 

 神山町の平均寿命は、男性では各年とも徳島県と比べて短くなっています。女性は平

成 12 年、平成 22 年では徳島県と比べて長くなっていますが平成 23 年では短くなってい

ます。男性に比べて女性の方が長くなっています。 

 健康寿命は男女ともに平成 22 年は他の年と比べて短くなっていますが、男性では平成

23 年は平成 15 年に比べて 1.1 歳長くなっています。女性は平成 15 年と平成 23 年が 83.2

歳で同じとなっており、高い値を維持しています。 

 

図６ 平均寿命 

〈男性〉 

 

 

〈女性〉 

 

【徳島保健所管内の健康指標】 
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図７ 健康寿命 

 

〈男性〉 

 

 

〈女性〉 

 

【徳島保健所管内の健康指標】 

〈算出に用いた値〉 

（全国）人口：平成 22 年国勢調査人口；死亡数：平成 22 年人口動態統計死亡数；生命表：第 21 回完全生命表；不健

康割合の分母：65 歳未満は平成 22 年国勢調査人口、65 歳以上は第１号被保険者数；不健康割合の分子：介護保険要

介護２以上認定者数（40 歳未満は０とした） 

（徳島県・神山町）人口：平成 19 年から平成 23 年の推計人口（平成 22 年は国勢調査の人口）の和；死亡数：平成

19 年から平成 23 年の人口動態統計死亡数の和；不健康割合の分母：平成 23 年推計人口；不健康割合の分子：介護保

険要介護２以上の認定者数（40 歳未満は０とした）、国保連合会業務統計表より 
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（５）国民健康保険 

 

  平成 26 年度の神山町の国民健康保険加入者は 1,558 人で、町の人口の 26.1％を占め

ています。神山町の国民健康保険加入者は、徳島県と比較して 65～74 歳（前期高齢者）

が占める割合が高く、39 歳以下が少なくなっています。今後も高齢化の進展により、

さらにこの傾向が強まると予測されます。 

  一般に高齢者になると、医療費増大が予測されるため、予防可能な生活習慣病の発

症予防と重症化予防に努める必要があります。 

  

表５ 国民健康保険の状況（平成 26 年度） 

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

　　　39歳以下 303 19.4 45,543 24.4

　　　40～64歳 585 37.5 67,670 36.2

　　　65～74歳 670 43.0 73,531 39.4

徳島県神山町項目

国保加入者数

24.226.1

186,7441,558

再掲

人口に対する加入率
 

【国保データベース（KDB）システム二次加工ツール】 

 

神山町の国民健康保険加入者の１人あたりの医療費は、徳島県より高い費用となって

います。外来では費用、件数ともに県より割合が低くなっていますが、入院では費用、

件数ともに県と比較して割合が高くなっています。１件あたり在院日数についても神山

町は県より長くなっています。 

 

表６ 医療費の状況（平成 26 年度） 

神山町 同規模町村 徳島県

32,462
（県内２位,同規模10位）

25,108 26,755

費用の割合（％） 45.3 56.5 54.6

件数の割合（％） 94.8 96.7 96.6

費用の割合（％） 54.7 43.5 45.4

件数の割合（％） 5.2 3.3 3.4

21.5日 16.5日 19.2日

一人当たり医療費（円）

外来

入院

１件あたり在院日数  

【国保データベース（KDB）システム二次加工ツール】 

 

 

 



 
 

 

生活習慣病の発症予防・重症化予防の最も重要な取り組みである、医療保険者による

特定健康診査・特定保健指導において神山町国保は平成 26 年度特定健康診査・特定保健

指導法定報告で健診受診率 41.4％、保健指導率は 91.7％でした。特定健康診査受診率、

特定保健指導実施率ともに年々向上しています。 

平成 26 年度特定健康診査受診率を年齢区分別にみると、男性では 65 歳未満、女性で

は 60 歳未満の受診率が低くなっています。特に 45～49 歳の男性は 13.3％と非常に低い

状況にあり、働き盛り世代の受診率向上が課題となっています。 

特定健康診査受診の有無と生活習慣病治療にかかっているお金を比較すると、健診受

診者では 6,619 円であるのに対し、健診未受診者では 31,941 円と高くなっています。 

特定健康診査有所見者割合をみると、国・県に比べて男性では GPT31 以上、空腹時血

糖値 100 以上の割合が、女性では BMI25 以上、腹囲 90cm 以上の割合が高くなっていま

す。また、HbA1c5.6％以上の有所見者割合については男女ともに 50％を超えており、い

ずれも食生活との関連が深い検査項目であるため、今後の保健指導内容について検討が

必要になります。 

神山町国民健康保険の医療費に占める割合は、統合失調症が 16.6％で最も高く、高血

圧症 6.8％、糖尿病 4.9％と続いています。 

 特定健康診査の機会を提供し、保健指導を実施することにより、生活習慣病の発症予

防・重症化予防につなげることが、今後も重要です。 
 

表７ 特定健康診査受診率の推移 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

受診率 35.9% 34.4% 34.2% 41.0% 40.0% 41.4% 41.4%

保健指導実施率 48.5% 71.6% 83.6% 85.5% 86.6% 90.9% 91.7%

【特定健康診査・特定保健指導 法定報告】 
 

図８ 特定健康診査受診率（年齢区分別）（平成 26 年度） 

   

 

【特定健康診査・特定保

健指導 法定報告】 



 
 

 

図９ 特定健康診査の受診有無と生活習慣病治療にかかっているお金 

 

【国保データベース（KDB）システム二次加工ツール】 

 

表８ 特定健康診査有所見者割合（平成 26 年度） 

 

 

 

【国保データベース（KDB）システム二次加工ツール】 

 

 

表９ 医療費（入院＋外来）に占める割合（平成 26 年度） 

順位 傷病名
医療費総額に
占める割合

1 統合失調症 16.6%

2 高血圧症 6.8%

3 糖尿病 4.9%

4 慢性腎不全（透析あり） 4.1%

5 うつ病 3.5%  

                         【国保データベース（KDB）システム二次加工ツール】 

 

 

 

0 10,000 20,000 30,000 40,000

健診未受診者の生活習慣病治療費

健診受診者の生活習慣病治療費 6,619円

31,941円

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

5,953 32.3 9,598 52.1 5,406 29.3 3,539 19.2 2,102 11.4 4,994 27.1 9,620 52.2 3,572 19.4 9,580 52.0 3,651 19.8 8,727 47.4 352 1.9

合計 62 29.8 94 45.2 54 26.0 49 23.6 21 10.1 65 31.3 114 54.8 41 19.7 76 36.5 32 15.4 90 43.3 4 1.9

40-64 24 32.4 37 50.0 19 25.7 22 29.7 8 10.8 23 31.1 39 52.7 12 16.2 20 27.0 15 20.3 35 47.3 0 0.0

65-74 38 28.4 57 42.5 35 26.1 27 20.1 13 9.7 42 31.3 75 56.0 29 21.6 56 41.8 17 12.7 55 41.0 4 3.0

ｸﾚｱﾁﾆﾝ

1.3以上

1.648.88.8 26.3

県

保

険
者

男性

29.4 48.3

BMI 腹囲

全国

25以上 85以上

28.1 19.7 49.7 24.253.1 12.8

7.0以上 130以上 85以上 120以上

収縮期血圧 拡張期血圧 LDL-C尿酸

150以上 31以上 40未満 100以上 5.6以上

HbA1c中性脂肪 GPT HDL-C 空腹時血糖

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

5,936 23.1 4,860 18.9 4,738 18.4 2,170 8.4 658 2.6 4,022 15.6 13,029 50.7 555 2.2 12,037 46.8 3,357 13.1 15,431 60.0 76 0.3

合計 71 26.6 56 21.0 36 13.5 21 7.9 8 3.0 34 12.7 140 52.4 6 2.2 114 42.7 38 14.2 152 56.9 0 0.0

40-64 20 21.5 16 17.2 11 11.8 7 7.5 6 6.5 10 10.8 46 49.5 2 2.2 26 28.0 12 12.9 57 61.3 0 0.0

65-74 51 29.3 40 23.0 25 14.4 14 8.0 2 1.1 24 13.8 94 54.0 4 2.3 88 50.6 26 14.9 95 54.6 0 0.0

1.3以上

0.2

ｸﾚｱﾁﾆﾝ

58.714.616.4

40未満 100以上

2.0 15.617.2

5.6以上 7.0以上

52.8

120以上

1.6 43.4

腹囲 中性脂肪 GPT HDL-C

130以上 85以上

尿酸 収縮期血圧 拡張期血圧 LDL-C

8.4全国 20.4

県

保

険
者

空腹時血糖 HbA1c

女性

BMI

25以上 90以上 150以上 31以上



 
 

 

（６）後期高齢者医療 

 

 神山町の平成 26 年度の加入者数は 1,864 人で、町の人口の 31.2％を占めています。 

 平成 26 年度の１人当たり医療費は 64,060 円と県・同規模町村と比較すると低くなっ

ています。 

  表 10 後期高齢者医療における医療費１人当たりの費用額 

受診率

神山町 1217%

同規模町村 1220%

徳島県 1342%

1人当たり医療費

74,881円

66,210円

64,060円

 

※受診率＝レセプト数÷被保険者数×1000   【国保データベース（KDB）システム二次加工ツール】 

 

 後期高齢者の医療費の割合をみると、県・同規模町村に比べて高血圧症の割合が高く

なっています。慢性腎臓病は、徳島県より低くなっていますが、同規模町村より高くな

っています。 

 高血圧症や慢性腎不全は予防可能な疾患であり、脳血管疾患や心疾患の背景となるた

め、若い世代から発症予防を実施していく必要があります。 

 

表 11 医療費の割合（平成 26 年度） 

順位 傷病名 割合（％） 傷病名 割合（％） 傷病名 割合（％）

1 筋・骨格系 25.8 筋・骨格系 24.7 筋・骨格系 26.8

2 高血圧症 16.0 がん 15.3 慢性腎不全 14.8

3 慢性腎不全 13.6 高血圧症 12.5 がん 13.4

4 がん 9.7 慢性腎不全 10.2 高血圧症 10.4

5 脳梗塞 8.5 脳梗塞 9.7 脳梗塞 8.3

徳島県同規模町村神山町

 

【国保データベース（KDB）システム二次加工ツール】 

 

（７）介護保険 

 

 神山町の平成 26 年度介護保険認定率は、第１号認定者（65 歳以上）は県とほぼ同程

度、第２号認定者（64 歳以下）でも全国・県と同程度となっています。 

また、１件当たり給付費 66,662 円と県より高くなっています。（P.４、表１） 

要介護、要支援認定者数の推移をみると、各年とも要支援１の認定者数が最も高くな

っています。要介護、要支援者認定者数は年々増加しています。 



 
 

表 12 要介護（要支援）認定者数の推移 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

要支援１ 216 39.7 234 40.0 221 37.0 232 36.8 221 34.2

要支援２ 60 11.0 55 9.4 59 9.9 58 9.2 60 9.3

要介護１ 60 11.0 85 14.5 97 16.2 101 16.0 105 16.3

要介護２ 36 6.6 49 8.4 43 7.2 46 7.3 67 10.4

要介護３ 56 10.3 44 7.5 54 9.0 62 9.8 76 11.8

要介護４ 53 9.7 65 11.1 82 13.7 91 14.4 82 12.7

要介護５ 63 11.6 53 9.1 41 6.9 40 6.3 35 5.4

要支援合計 276 50.7 289 49.4 280 46.9 290 46.0 281 43.5

要介護合計 268 49.3 296 50.6 317 53.1 340 54.0 365 56.5

合計 544 － 585 － 597 － 630 － 646 －

平成２６年平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年

 

【介護保険事業状況報告による各年３月３１日現在の数値】 

 

要介護認定者の疾病状況は、国保データベースシステムでの各認定区分の認定者に対

する疾病の割合が高い順に、心臓病（69.6％）、筋・骨格疾患（63.1％）、脳疾患（31.3％）

糖尿病（24.5％）となっています。 

 

表 13 要介護認定者の疾病状況（65 歳以上）（平成 25 年度） 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

55 10 31 15 18 18 6 153

 割合（％） 26.1 19.2 30.4 23.8 23.7 21.4 16.6 24.5

171 43 72 38 43 49 18 434

 割合（％） 81.0 82.7 70.6 60.3 56.6 58.3 50.0 69.6

69 15 31 22 18 31 9 195

 割合（％） 32.7 28.8 30.4 34.9 23.7 36.9 25.0 31.3

18 6 15 7 6 10 2 64

 割合（％） 8.5 11.5 14.7 11.1 7.9 11.9 5.6 10.3

44 12 29 16 17 10 9 137

 割合（％） 20.9 23.1 28.4 25.4 22.4 11.9 25.0 22.0

172 43 64 35 32 35 13 394

 割合（％） 81.5 82.7 62.7 55.6 42.1 41.7 36.1 63.1

4 1 1 1 2 2 3 14

 割合（％） 1.9 1.9 1.0 1.6 2.6 2.4 8.3 2.2

175 43 72 36 37 43 18 424

 割合（％） 82.9 82.7 70.6 57.1 48.7 51.2 50.0 67.9

708 173 315 170 173 198 78 1,815合計

 難病（人）

 その他（人）

 糖尿病（人）

 心臓病（人）

 脳血管疾患（人）

 がん（人）

 精神疾患（人）

 筋・骨格系（人）

 
【国保データベース（KDB）システム二次加工ツール】※割合は各認定区分の認定者数に対する割合 



 
 

第３章 具体的目標と取り組み              

  

 １．今後の健康づくりの方向性 

  

   21 世紀の日本社会は、世界にも例を見ない急速な高齢化社会となり、今後さらに

加齢に伴う疾病等による社会保障給付費等の負担は大きくなると考えられています。 

神山町においても、少子高齢化、人口減少が進む中、子どもから高齢者まで全世

代において町民一人ひとりが健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現する

ために、健康寿命の延伸が望まれます。 

   そのために、健康寿命に影響を与えるなかで、予防が可能で改善結果が得られる

「生活習慣病の発症予防と重症化予防」「健康に関する生活習慣病及び社会環境の改

善」の２つを大きな柱とし、それぞれの課題に対応した対策を推進していきます。 

    

 ２．体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 目的

夢

・

元

気

・

笑

顔

で

仲

良

く

暮

ら

せ

る

神

山

町

健

康

寿

命

の

延

伸

と

医

療

費

の

伸

び

の

抑

制

目的を実現するための柱と対策

がん

健
康
に
関
す
る
生
活
習
慣

及
び
社
会
環
境
の
改
善

ＣＯＰＤ
（慢性閉塞性肺疾患）

喫煙

歯・口腔の健康

休養・こころの健康

認知症

生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防

と
重
症
化
予
防

循環器疾患
（脳血管疾患）

（虚血性心疾患）

糖尿病

栄養・食生活

身体活動・運動

飲酒



 
 

 

３．課題別の実態と対策 

 

Ⅰ．生活習慣病の発症予防と重症化予防 

  

  神山町の主要な死亡原因であるがんと循環器疾患に加え、重大な合併症を引き起こ

す恐れのある糖尿病や、死亡原因として増加すると予測されるＣＯＰＤ（慢性閉塞性

肺疾患）、認知症への対策は、町民の健康寿命の延伸を図る上で重要な課題です。こ

れらに対処するため、発症予防・重症化予防に重点を置いた対策を推進します。 

  目標は以下のとおり設定し、考え方や今後の方針等を次頁以降に示します。 

 目標項目 

がん ① 75 歳未満のがんの死亡者数の減少 

② がん検診の受診率の向上 

循環器疾患 ① 脳血管疾患・虚血性心疾患の死亡率の減少（人口 10 万対） 

② 高血圧の改善 

③ 脂質異常症の減少 

④ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 

⑤ 特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上 

糖尿病 ① 合併症（糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数）の減

少 

② 治療継続者の割合の増加 

③ 血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合 

の減少（HbA1c が NGSP 値 8.4%（JDS 値 8.0%）以上の者

の割合の減少） 

④ 糖尿病有病者の増加の抑制 

⑤ メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少（再掲） 

⑥ 特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（再掲） 

ＣＯＰＤ（慢性

閉塞性肺疾患） 

① ＣＯＰＤの認知度の向上 

認知症 ①  認知症受療率の増加 



 
 

１．がん 

  

（１）はじめに 

 

  生涯を通じて２人に１人は何らかのがんになり、３人に１人はがんで亡くなる時

代です。神山町においても死亡原因の第１位となっています。 

がんは遺伝子が突然変異で起こすもので原因が多岐にわたり予防が難しいとさ

れてきましたが、一部のがんは原因がほぼ特定され、発症の過程も解明されつつあ

ります。 

 

（２）基本的な考え方 

 

がんによる死亡を減少させるため、がんの正しい知識や良好な生活習慣の普及を図

り、がんの発症を予防するとともに、がんの早期発見・早期治療につなげるため、が

ん検診の受診率向上対策を進めます。 

 

１）発症予防 

   がんの発症を高める要因として、喫煙（受動喫煙を含む）、過剰飲酒、野菜・ 

果物の摂取不足、塩分の過剰摂取、身体活動量の不足、肥満などの生活習慣に 

関連するものや、がんに関連するウイルス*1 や細菌*2 の感染があります。 

（表 14） 

   がんのリスクを高める生活習慣は、循環器疾患や糖尿病の危険因子と同様で 

あるため、循環器疾患や糖尿病への取り組みとしての生活習慣の改善が、結果 

的にがんの発症予防につながってくると考えられます。 

 

表 14 科学的根拠に基づく日本人のためのがん予防法 

【国立がん研究センター】 

 

その他

野菜不足 果物不足 食塩 加工肉

◎
ヘリコバクター・ピロリ菌
△
結核

◎
ヒトパピローマウイルス

閉経後◎

がん発症
部位

〇 〇

喫煙 過剰飲酒 運動不足 肥満 感染

〇

△

△ △

△

◎

◎

△

◎

△

◎

発症予防（科学的根拠：◎確実　〇ほぼ確実　△可能性あり）

がんの発症を
高める要因

生活習慣に関連するもの

食事

胃

肺

大腸

子宮頸部

乳



 
 

*1 がんに関連するウイルス 

         子宮頸がん：ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ） 

         肝がん：Ｂ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）、Ｃ型肝炎ウイルス（ＨＣＶ） 

         白血病：成人Ｔ細胞白血病ウイルス（ＨＴＬＶ－１） 

*２ がんに関連する細菌 

         胃がん：ヘリコバクター・ピロリ菌（ＨＰ） 

 

２）重症化予防 

    進行がんの罹患率を減少させ、がんによる死亡を防ぐために最も重要なの 

はがんの早期発見です。 

自覚症状がなくても定期的に有効ながん検診を受けることが必要になりま

す。 

     

（３）現状 

 

    １）75 歳未満のがんの死亡者数 

 

高齢化に伴い、がんによる死亡者は今後も増化していくことが予測され 

ます。国は高齢化の影響を除いたがんの死亡率をみていくことを、がん対 

策の総合的な推進の評価指標としています。 

       神山町の 75 歳未満の年齢調整死亡率は把握できないため、75 歳未満 

の死亡者数でみていきます。 

 

表 15 75 歳未満のがん死亡者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【徳島県人口動態システム】 

平成
20年

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

総数

（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）
胃 0 1 0 1 1 0 3
気管、気管支及び肺 4 0 2 0 2 2 10
大腸 2 0 1 0 1 0 4
子宮 1 1 0 0 0 0 2
乳房 1 0 0 0 0 0 1
小計 8 2 3 1 4 2 20
食道 0 0 0 0 0 1 1
肝及び肝内胆管 2 4 1 0 1 2 10
胆のう及びその他の胆道 0 1 0 2 0 0 3
膵 2 1 0 0 0 0 3
白血病 0 0 0 0 0 0 0
小計 4 6 1 2 1 3 17
総数 12 8 4 3 5 5 37



 
 

 

  がん死亡の中でも、検診による死亡率の減少効果があるとされている、胃、肺、大腸、

子宮、乳の５がんでの死亡数は５年間で 20 人です。 

  20 人中、10 人（50%）が気管、気管支及び肺がんによる死亡、ついで大腸、胃とな

っています。 

 

２）がんの部位別標準化死亡比（ＳＭＲ） 

 

  部位別の標準化死亡比（ＳＭＲ）をみると、女性の肺がん、子宮がんが全国に比べて

高くなっています。 

 

図 10  がんの部位別標準化死亡比（SMR） 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【徳島保健所管内の健康指標】 

 

３）がん検診受診率 

 

  がん検診受診率と死亡率の減少効果は関連性があり、自覚症状がないときから定期的

に有効ながん検診を受ける事が重要です。 

  早期発見の有効性が確立されている５がんについて受診率をみます。 



 
 

表 16  各種がん検診受診率等 

 

【地域保健事業報告】 

H21 H22 H23 H24 H25 H26

2,534 2,534 3,304 3,304 3,304 3,304

　再掲）40～69歳の数（人） 743 743 1,045 1,045 1,045 1,045

357 326 313 300 302 262

　再掲）40～69歳受診者数（人） 156 137 134 120 135 109

14.1 12.9 9.5 9.1 9.1 7.9

　再掲）40～69歳受診者割合（％） 21.0 18.4 12.8 11.5 12.9 10.4

25 32 28 21 21 16

7.0 9.8 8.9 7.0 7.0 6.1

23 29 26 21 19 13

精検受診率（％） 92.0 90.6 92.9 100 90.5 81.3

0 2 0 1 0 1

2,534 2,534 3,304 3,304 3,304 3,304

　再掲）40～69歳の数（人） 743 743 1,045 1,045 1,045 1,045

1,432 1,462 1,397 1,470 1,355 1,266

　再掲）40～69歳受診者数（人） 372 416 398 422 389 365

56.5 57.7 42.3 44.5 41.0 38.3

　再掲）40～69歳受診者割合（％） 50.1 56.0 38.1 40.4 37.2 34.9

23 14 17 44 36 44

1.6 1.0 1.2 3.0 2.7 3.5

19 13 14 42 33 43

精検受診率（％） 82.6 92.9 82.4 95.5 91.7 97.7

0 0 1 2 1 1

2,534 2,534 3,304 3,304 3,304 3,304

　再掲）40～69歳受診者数（人） 743 743 1,045 1,045 1,045 1,045

315 264 343 354 369 349

　再掲）40～69歳受診者数（人） 133 108 149 161 167 157

12.4 10.4 10.4 10.7 11.2 10.6

　再掲）40～69歳受診者割合（％） 17.9 14.5 14.3 15.4 16.0 15.0

42 23 30 45 33 26

13.3 8.7 8.7 12.7 8.9 7.4

36 20 20 41 24 24

精検受診率（％） 85.7 87.0 66.7 91.1 72.7 92.3

0 2 0 1 0 0がん発見者数（人）

要精検者数（人）

要精検率（要精検者/全受診者）（％）

要精検者数（人）

要精検率（要精検者/全受診者）（％）

がん発見者数（人）

対象者数(人）

精検受診者数（人）

精検受診者数（人）

要精検率（要精検者/全受診者）（％）

対象者数(人）

受診者数（人）

受診率（％）

要精検者数（人）

精検受診者数（人）

対象者数(人）

受診者数（人）

受診率（％）

がん発見者数（人）

受診者数（人）

受診率（％）

胃
が
ん
検
診

肺
が
ん
検
診

大
腸
が
ん
検
診



 
 

 

 

 
【地域保健事業報告】 

 

５がんにおけるがん検診受診率の全対象年齢に対する受診率を見ると、肺がん検診以外

は 10％台にとどまり、がん対策推進基本計画の目標受診率 50％には届いていません。 

 国が評価項目としている対象年齢 40～69 歳（子宮頸がんは 20～69 歳）の受診率を見る

と、肺がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診は 30％台ですが、胃がん検診、大腸がん検

診は 10％台にとどまっています。 

 がんの早期発見・早期治療のために重要な精密検査受診率は、乳がん検診、子宮頸がん

検診では平均して 95～100％と高いですが、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診では

82～92％と低く 100％に届いていません。

H21 H22 H23 H24 H25 H26

1,544 1,452 1,968 1,968 1,968 1,968

　再掲）40～69歳の数（人） 420 348 609 609 609 609

183 121 134 135 125 161

　再掲）40～69歳受診者数（人） 137 91 101 98 90 126

17.7 20.9 13.0 13.7 13.2 14.5

　再掲）40～69歳受診者割合（％） 48.8 65.5 31.5 32.7 30.9 35.5

11 9 15 10 9 9

6.0 7.4 11.2 7.4 7.2 5.6

11 9 13 10 9 8

精検受診率（％） 100 100 86.7 100 100 88.9

2 0 1 1 0 1

1,689 1,576 2,066 2,066 2,066 2,066

　再掲）20～69歳の数（人） 558 464 707 707 707 707

200 125 169 116 149 172

　再掲）20～69歳受診者数（人） 162 102 135 93 120 144

17.0 20.6 14.2 13.8 12.8 15.5

　再掲）20～69歳受診者割合（％） 40.7 56.9 33.5 32.2 30.1 37.3

4 1 4 3 3 1

2.0 0.8 2.4 2.6 2.0 0.6

4 1 4 3 3 1

精検受診率（％） 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0

要精検者数（人）

要精検率（要精検者/全受診者）（％）

がん発見者数（人）

対象者数(人）

受診者数（人）

受診率（％）

受診率（％）

要精検者数（人）

要精検率（要精検者/全受診者）（％）

がん発見者数（人）

対象者数(人）

受診者数（人）

精検受診者数（人）

精検受診者数（人）

子
宮
頸
が
ん
検
診

乳
が
ん
検
診



 
 

図 11 各種がん検診受診率 
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（４）取り組み方針 

 

   がんの発症を予防するための喫煙や飲酒、食生活（塩分、野菜、果物）、身体活動・

運動の生活習慣の改善についての知識の普及を図り、町民が主体的に取り組めるよう

に努めます。 

   また、がんの早期発見のために、自覚症状がなくても定期的に有効ながん検診を受

けること、自覚症状がある場合にはいち早く医療機関を受診することの両方について、

普及・啓発活動を行うとともに、検診手続きの簡略化、職域のがん検診との連携など、

より効率的・効果的ながん検診を検討し、受診しやすい環境整備にも努めます。 

 



 
 

具体的な取り組み 

  

   

   

町民（個人・地域） 

 ●がん検診を定期的に受けて、早期発見・早期治療を行う 

●自分に合った楽しく続けられる運動を行う 

●たばこ、飲酒、塩分を控え、減らす 

●野菜をたくさん食べるなど食生活を改善することや食品をバラ

ンスよく食べることで、必要な栄養素を摂る 

職域・学校 

 ●がん検診を受診できる環境を作り、受診率を上げる 要精密検

査になった場合は、その受診率も上げる 

●学校保健の推進（個人の保健管理と保健指導及び環境の衛生的

管理） 

●労働者の健康を守り、がん検診を受診しやすい体制づくりや助

成を行う 

●がん予防のための野菜摂取、食物繊維摂取、薄味を意識した食

事について、学習できる機会をつくる 

行政 

 ●がんの発症を予防する知識と生活習慣について普及啓発を行う 

 ・野菜や果物・脂質の適量摂取、減塩、運動習慣、禁煙、適量

飲酒などの普及啓発 

 ・手ばかり栄養法の普及啓発 

 ・ピロリ菌、肝炎ウイルス、ヒトパピローマウイルスなど、が

んの発症に関わりがある感染症について、知識の普及啓発 

 ・講演会の実施やパンフレットの配布 

●がん検診の受診勧奨 

 ・部落会長便、防災無線、個別通知などで受診勧奨を行う 

●がん検診を受けやすい体制の整備 

 ・検診無料クーポンの配布 

 ・休日検診、特定健康診査の同時実施、通年実施 

●がん検診精密検査の受診勧奨実施 



 
 

２．循環器疾患 

           

（１）はじめに 

   

   脳血管疾患（脳出血、脳梗塞ほか）と心疾患（狭心症、心筋梗塞ほか）を含む循環

器疾患は、がんと並んで主要な死因の大きな一角を占めています。 

  これらは、単に死亡を引き起こすのみでなく、急性期治療や後遺症治療、要介護状

態になるなど本人や家族に様々な負担がかかるとともに、社会的にも負担は増大して

います。 

   循環器疾患は、血管の損傷によって起こる疾患で、予防の基本は危険因子の管理で

あり、確立した危険因子には、高血圧、脂質異常、糖尿病、喫煙があります。 

   循環器疾患の予防はこれらの危険因子の管理が中心となるため、健診データで複合

的、関連的に見て改善を図る必要があります。 

   なお、４つの危険因子のうち、高血圧と脂質異常についてはこの項で扱い、糖尿病

と喫煙については別項で記述します。 

 

 

  

（２）基本的な考え方  

 

１）発症予防 

   循環器疾患予防において重要となるのは、危険因子の管理で、管理のために

は生活習慣の改善が必要になります。 

＜ 生活習慣の改善 ＞

＜ 危険因子の低減 ＞

＜ 循環器疾患の減少 ＞

・食塩摂取量の減少

・野菜、果物摂取量の増加

・肥満者の減少

・歩数の増加

・運動習慣の割合の増加

栄養・食生活 身体活動・運動 喫煙 飲酒

・喫煙率の減少

・妊娠中、未成年者の喫煙

をなくす

など

・生活習慣病のリスクを高

める量を飲酒している者

の割合の減少

・妊娠中、未成年者の飲酒

をなくす など

高血圧の改善

高血圧

脂質異常症の改善

脂質異常症 糖尿 喫煙

有病者の減少 喫煙率の減少

脳血管疾患（脳出血、脳梗塞）、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）の減少



 
 

   循環器疾患の危険因子と関連する生活習慣（食事、身体活動・運動、喫煙、

飲酒）がありますが、町民一人ひとりがこれらの生活習慣改善への取り組みを

考えていく科学的根拠は、健康診査の受診結果によってもたらされるため、特

定健康診査等の受診率向上が重要になってきます。 

     

２）重症化予防 

    循環器疾患における重症化予防は、高血圧症及び脂質異常症の治療率を上昇

させることが必要になります。 

   どれほどの値であれば治療を開始する必要があるのかなどについて、自分の

身体の状態を正しく理解し、段階に応じた予防ができることへの支援が必要で

す。 

   また、高血圧症及び脂質異常症の危険因子は、肥満を伴わない場合にも多く

認められますが、循環器疾患の発症リスクは肥満を伴う場合と遜色がないため、

肥満以外で危険因子を持つ人に対しての保健指導が必要になります。 

 

（３）現状  

 

     前述した４つの危険因子、高血圧、脂質異常、糖尿病、禁煙が適切に管理され

れば、脳血管疾患・虚血性心疾患の発症リスクを低減することができます。また

近年、虚血性心疾患による慢性心不全が増加しており、その予防は慢性心不全の

増加も抑制します。 

   生活習慣の改善によって循環器疾患の発症を予防することを目指すため循環器

疾患発症率を指標とすることが望ましいが、脳血管疾患・虚血性心疾患のそれぞ

れを高齢化の影響を除いた 75 歳未満の死亡の状況でみていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ア 脳血管疾患 

 

表 17 脳血管疾患標準化死亡比（ＳＭＲ） 

 

 

 

 

 

 

  【徳島保健所管内の健康指標】 

 

     表 18 脳血管疾患死亡者数 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【徳島県人口動態システム】 

 

神山町の脳血管疾患死亡者数は減少傾向にあります。（表 17）脳血管疾患の病態別

では、脳梗塞が半数を占めます。平成 21 年から平成 25 年の死亡状況をみると（表

18）脳血管疾患による死亡者数のうち 10.1％が早世です。 

急性期医療の充実などで脳血管疾患の死亡の回避が可能となってきましたが、後遺

症により要介護状態になるなど生活の質の低下をまねくことも少なくありません。そ

のため、脳血管疾患予防の視点では死亡者数だけではなく介護認定者の実態も重要な

指標と考えます。 

   要介護認定者の有病状況（P.19、表 13）では、割合が高い順に、心臓病（69.6％）、

筋・骨格疾患（63.1％）、脳疾患（31.3％）、糖尿病（24,5％）となっており、脳血

管疾患が要介護状態と密接に関係していることが伺え、脳血管疾患の予防が介護予

防につながるといえます。 

神山町 徳島県 神山町 徳島県

平成１８～平成２２年 142 104 96 99

平成１９～平成２３年 118 102 96 95

平成２０～平成２４年 114 98.7 87.6 91.9

平成２１～平成２５年 101 95 93 91

男性 女性

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

総数 割合

（人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

18 20 9 11 11 69

3 6 1 1 1 12 17.4%

くも膜下出血 2 1 0 1 1 5

脳内出血 1 1 1 0 0 3

脳梗塞 0 4 0 0 0 4

その他の脳血管疾患 0 0 0 0 0 0

1 5 0 1 0 7 10.1%

くも膜下出血 0 1 0 1 0 2

脳内出血 1 1 0 0 0 2

脳梗塞 0 3 0 0 0 3

その他の脳血管疾患 0 0 0 0 0 0

脳血管疾患

（再掲）75歳未満

（再掲）65歳未満



 
 

 

イ 虚血性心疾患 

 

表 19 心疾患（高血圧性を除く）標準化死亡比（ＳＭＲ） 

 

 

 

 

 

 

【徳島保健所管内の健康指標】 

 

表 20 心疾患（高血圧性を除く）死亡数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【徳島県人口動態システム】 

 

平成 21 年から平成 25 年の死亡状況をみると（表 20）高血圧性を除く心疾患のう

ち急性心筋梗塞、不整脈及び伝導障害により死亡している方が多いことがわかります。 

 

 

 

 

神山町 徳島県 神山町 徳島県

平成１８～平成２２年 116 97 113 91

平成１９～平成２３年 128 98 105 92

平成２０～平成２４年 110.3 96.9 104.6 94.5

平成２１～平成２５年 116 97 123 97

男性 女性

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

総数 割合

（人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

25 19 25 25 37 131
（再掲）75歳未満 2 3 3 2 3 13 9.9%

慢性リウマチ性疾患 0 0 0 0 0 0
急性心筋梗塞 1 2 0 0 1 4
その他の虚血性心疾患 0 1 0 0 0 1

慢性非リウマチ性心内膜疾患 0 0 0 0 0 0
心筋症 0 0 0 0 0 0
不整脈及び伝導障害 0 0 2 1 1 4
心不全 1 0 0 1 0 2

その他の心疾患 0 0 0 0 0 0
不明 0 0 1 0 1 2

0 3 1 1 0 5 3.8%

慢性リウマチ性疾患 0 0 0 0 0 0
急性心筋梗塞 0 2 0 0 0 2
その他の虚血性心疾患 0 1 0 0 0 1

慢性非リウマチ性心内膜疾患 0 0 0 0 0 0
心筋症 0 0 0 0 0 0
不整脈及び伝導障害 0 0 1 0 0 1
心不全 0 0 0 1 0 1

その他の心疾患 0 0 0 0 0 0

心疾患（高血圧性を除く）

（再掲）65歳未満



 
 

 

医療の状況 

 

表 21 １か月１人当たりの医療費 

（神山町国民健康保険） 平成 26 年度 

 

 

 

 

 

【国保データベース（KDB）システム二次加工ツール】 

 

表 22 １か月１人当たりの医療費 

（徳島県後期高齢者医療広域連合（神山町）） 平成 26 年度 

   

 

 

 

 

【国保データベース（KDB）システム二次加工ツール】 

 

 １か月１人当たり医療費をみると（表 21、表 22）神山町国民健康保険においても後

期高齢者医療広域連合においても、重症化し虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）、腎不

全、脳血管疾患（脳梗塞・脳出血）での入院における費用額は高額です。生活習慣を

改善し発症を予防することも重要であるが、自らの生活習慣の改善及び医療を要する

場合に適切な医療を継続して受けることで重症化を予防することが、本人の健康状態

や生活の維持につながるほか、医療費の抑制にもつながることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狭心症 心筋梗塞
腎不全

（透析あり）
脳梗塞 脳出血

725,020円 1,240,760円 755,610円 969,450円 567,760円

糖尿病

25,680円

入院

外来
脂質異常

15,280円

高血圧

15,160円

狭心症 心筋梗塞
腎不全

（透析あり）
脳梗塞 脳出血

454,830円 1,166,050円 589,100円 516,290円 570,050円

糖尿病

29,950円

脂質異常

18,740円

高血圧

19,780円

入院

外来



 
 

 

ウ 高血圧 

 

高血圧は、脳血管疾患や虚血性心疾患、慢性心不全などあらゆる循環器疾患の危険

因子であり、循環器疾患の発症や死亡に対しては、他の危険因子と比べるとその影響

は大きいといわれています。 

 

神山町国民健康保険における特定健康診査の状況 

 

表 23 血圧の経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

【特定健康診査 あなみ評価ツール】 

表 24 重症化しやすいⅡ度高血圧以上の者の割合 

 

【特定健康診査 あなみ評価ツール】 

 

 

 

 

 

 

未治療 治療

254 77 95 3 12

57.6% 17.5% 21.5% 20.0% 80.0%

0 1

0.0% 100.0%

256 106 114 18 9

50.9% 21.1% 22.7% 66.7% 33.3%

5 1

83.3% 16.7%

248 112 111 24 10

49.1% 22.2% 22.0% 70.6% 29.4%

2 2

50.0% 50.0%

278 90 99 13 8

57.0% 18.4% 20.3% 61.9% 38.1%

1 1

50.0% 50.0%

277 98 87 9 4

58.3% 20.6% 18.3% 69.2% 30.8%

4 1

80.0% 20.0%

再掲

再)Ⅲ度高血圧

H22

441
15

3.4%

1

0.2%

年度
健診

受診者
正常 正常高値

Ⅰ度
高血圧

Ⅱ度高血圧以上

H23

503
27

5.4%

6

1.2%

H24

505
34

6.7%

4

0.8%

H25

488
21

4.3%

2

0.4%

H26

475
13

2.7%

5

1.1%

3.4%

5.4%

6.7%

4.3%

2.7%

0.2%

1.2%

0.8%

0.4%

1.1%

人数 割合 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

B B/A C/A D D/A E E/A F F/A

H22 254 57.6% 17.5% 95 21.5% 14 3.2% 1 0.2%

H23 256 50.9% 21.1% 114 22.7% 21 4.2% 6 1.2%

H24 248 49.1% 22.2% 111 22.0% 30 5.9% 4 0.8%

H25 278 57.0% 18.4% 99 20.3% 19 3.9% 2 0.4%

H26 277 58.3% 20.6% 87 18.3% 8 1.7% 5 1.1%

505 112

488 90

475 98

A C

441 77

503 106

血圧測定者

正常 保健指導判定値 受診勧奨判定値

正常 正常高値 Ⅰ度 Ⅱ度 Ⅲ度

人数



 
 

 

表 25 治療と未治療の状況 

 

【特定健康診査 あなみ評価ツール】 

 

 神山町国民健康保険における特定健康診査の結果から経年変化（表 23、表 24）を平

成 22 年度から平成 26 年度までの５年間みると、平成 24 年度以降は重症化しやすいⅡ

度以上の者の割合は減少しているものの、治療と未治療の状況を見ると（表 25）医療

を必要とする値であるが治療のない者が存在しています。図 12 からもわかるように高

血圧は治療によって血圧を重症化が予防できる値に抑えることができ治療効果が高い

といえます。 

 

図 12 治療中と治療なしの者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 25・26 年度特定健康診査 あなみ経年比較ツール】 

 

様式３－１（P.55、 P.56）生活習慣病に対する高血圧治療者は神山町国民健康保険

で 67.6％、後期高齢者医療広域連合で 81.5％であり、有病率は高いが、適切に医療に

かかることは重症化を予防する上では重要であるため、受療率の向上は大切です。 

 

人数 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

A' A'/A B C C/A D D/A E E/A F F/A

H22 168 38.1% 60 45 26.8% 51 30.4% 11 6.5% 1 0.6%

H23 189 37.6% 63 59 31.2% 58 30.7% 8 4.2% 1 0.5%

H24 185 36.6% 61 55 29.7% 59 31.9% 8 4.3% 2 1.1%

H25 196 40.2% 83 55 28.1% 50 25.5% 7 3.6% 1 0.5%

H26 183 38.5% 81 48 26.2% 50 27.3% 3 1.6% 1 0.5%

H22 273 61.9% 194 32 11.7% 44 16.1% 3 1.1% 0 0.0%

H23 314 62.4% 193 47 15.0% 56 17.8% 13 4.1% 5 1.6%

H24 320 63.4% 187 57 17.8% 52 16.3% 22 6.9% 2 0.6%

H25 292 59.8% 195 35 12.0% 49 16.8% 12 4.1% 1 0.3%

H26 292 61.5% 196 50 17.1% 37 12.7% 5 1.7% 4 1.4%

治
療
な
し

71.1%

61.5%

58.4%

66.8%

67.1%

割合

B/A

治
療
中

35.7%

33.3%

33.0%

42.3%

44.3%

血圧測定者

正常 保健指導判定値 受診勧奨判定値

正常 正常高値 Ⅰ度 Ⅱ度 Ⅲ度

血圧

58人 39.7% 69.8% 127人

15人 62.5% 57.6% 19人

42人 28.8% 14.3% 26人

4人 16.7% 15.2% 5人

42人 28.8% 13.7% 25人

5人 20.8% 18.2% 6人

3人 2.1% 1.6% 3人

0人 0.0% 6.1% 2人

1人 0.7% 0.5% 1人

0人 0.0% 3.0% 1人

正常血圧

正常高値

Ⅰ度

Ⅱ度

Ⅲ度

I 治療中（高血圧）の状況 M（O・P）治療なしの者の状況

0%10%20%30%40%50%60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

受診勧奨レベル



 
 

 

エ 脂質異常症 

 

 脂質異常症は冠動脈疾患の危険因子であり、とくに総コレステロール及びＬＤＬコレ

ステロールの高値は、動脈硬化性疾患予防ガイドラインで脂質異常症の各検査項目の

中でも最も重要な指標とされています。総コレステロール 240mg/dl 以上あるいはＬＤ

Ｌコレステロール 160mg/dl 以上は虚血性心疾患の発症・死亡リスクが明らかに上昇す

るとされています。 

 「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012 年版」での脂質管理目標は、ＬＤＬコレス

テロール、ＨＤＬコレステロール、中性脂肪を指標とされており、循環器疾患予防のた

めにはこれらの管理が重要です。 

 

神山町国民健康保険における特定健康診査の状況 

 

表 26 ＬＤＬコレステロール値の年次比較 

 

【特定健康診査 あなみ評価ツール】 

 

 

 

 

 

 

 

人数 割合 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

A B B/A C/A D D/A E E/A F F/A

H22 441 226 51.2% 25.9% 70 15.9% 21 4.8% 10 2.3%

H23 503 255 50.7% 27.8% 67 13.3% 31 6.2% 10 2.0%

H24 505 276 54.7% 24.4% 67 13.3% 31 6.1% 8 1.6%

H25 488 233 47.7% 28.1% 76 15.6% 29 5.9% 13 2.7%

H26 475 233 49.1% 27.8% 59 12.4% 40 8.4% 11 2.3%

H22 179 99 55.3% 24.0% 24 13.4% 9 5.0% 4 2.2%

H23 208 110 52.9% 29.8% 20 9.6% 14 6.7% 2 1.0%

H24 223 138 61.9% 21.5% 21 9.4% 13 5.8% 3 1.3%

H25 214 113 52.8% 25.7% 31 14.5% 13 6.1% 2 0.9%

H26 208 118 56.7% 24.5% 19 9.1% 19 9.1% 1 0.5%

H22 262 127 48.5% 27.1% 46 17.6% 12 4.6% 6 2.3%

H23 295 145 49.2% 26.4% 47 15.9% 17 5.8% 8 2.7%

H24 282 138 48.9% 26.6% 46 16.3% 18 6.4% 5 1.8%

H25 274 120 43.8% 29.9% 45 16.4% 16 5.8% 11 4.0%

H26 267 115 43.1% 30.3% 40 15.0% 21 7.9% 10 3.7%

女
性

71

78

75

82

81

男
性

43

62

48

55

51

人数

C

総
数

114

140

123

137

132

LDL測定
者

正常 保健指導判定値 受診勧奨判定値

120未満 120～139 140～159 160～179 180以上



 
 

 

表 27 重症化しやすいＬＤＬコレステロール 160 以上の者の割合 

 

【特定健康診査 あなみ評価ツール】 

表 28 治療と未治療の状況 

 

【特定健康診査 あなみ評価ツール】 

 

神山町国民健康保険における特定健康診査の結果から経年変化（表 26、表 27）を平

成 22 年度から平成 26 年度までの５年間みると、正常範囲は約 50％にとどまり、女性

の方がより基準値を超えている者の割合が多いです。治療と未治療の状況を見ると（表

28）医療を必要とする値であるが治療のない者が存在しています。図 13 からもわかる

ように脂質異常症は治療によってＬＤＬコレステロールを重症化が予防できる値に抑

えることができ治療効果が高いといえます。 

 

  

 

未治療 治療

226 114 70 25 6

51.2% 25.9% 15.9% 80.6% 19.4%

9 1

90.0% 10.0%

255 140 67 36 5

50.7% 27.8% 13.3% 87.8% 12.2%

9 1

90.0% 10.0%

276 123 67 37 2

54.7% 24.4% 13.3% 94.9% 5.1%

8 0

100.0% 0.0%

233 137 76 38 4

47.7% 28.1% 15.6% 90.5% 9.5%

11 2

84.6% 15.4%

233 132 59 46 5

49.1% 27.8% 12.4% 90.2% 9.8%

10 1

90.9% 9.1%

再掲

再)180以上

H22

441
31

7.0%

10

2.3%

年度
健診

受診者
120未満 120～139

140～
159

160以上

H23

503
41

8.2%

10

2.0%

H24

505
39

7.7%

8

1.6%

H25

488
42

8.6%

13

2.7%

H26

475
51

10.7%

11

2.3%

7.0%

8.2%

7.7%

8.6%

10.7%

2.3%

2.0%

1.6%

2.7%

2.3%

人数 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

A' A'/A B C C/A D D/A E E/A F F/A

H22 94 21.3% 60 14 14.9% 14 14.9% 5 5.3% 1 1.1%

H23 101 20.1% 68 21 20.8% 7 6.9% 4 4.0% 1 1.0%

H24 104 20.6% 71 21 20.2% 10 9.6% 2 1.9% 0 0.0%

H25 106 21.7% 67 26 24.5% 9 8.5% 2 1.9% 2 1.9%

H26 95 20.0% 66 18 18.9% 6 6.3% 4 4.2% 1 1.1%

H22 347 78.7% 166 100 28.8% 56 16.1% 16 4.6% 9 2.6%

H23 402 79.9% 187 119 29.6% 60 14.9% 27 6.7% 9 2.2%

H24 401 79.4% 205 102 25.4% 57 14.2% 29 7.2% 8 2.0%

H25 382 78.3% 166 111 29.1% 67 17.5% 27 7.1% 11 2.9%

H26 380 80.0% 167 114 30.0% 53 13.9% 36 9.5% 10 2.6%

治
療
な
し

47.8%

46.5%

51.1%

43.5%

43.9%

割合

B/A

治
療
中

63.8%

67.3%

68.3%

63.2%

69.5%

LDL測定者

正常 保健指導判定値 受診勧奨判定値

120未満 120～139 140～159 160～179 180以上



 
 

 

図 13 治療中と治療なしの者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 25・26 年度特定健康診査 あなみ経年比較ツール】 

 

様式３－１（P.55、 P.56）生活習慣病に対する脂質異常症治療者は神山町国民健康

保険で 42.1％、後期高齢者医療広域連合で 35.8％であり、有病率は高いが、適切に医

療にかかることは重症化を予防する上では重要であるため、受療率の向上は大切です。 

 

 

 

 

 

                                    

L D L - C

29人 3 4 . 1 % 1 9 . 2 %35人

2人 5 0 . 0 % 2 7 . 3 % 9人

31人 3 6 . 5 % 2 2 . 0 %40人

1人 2 5 . 0 % 2 1 . 2 % 7人

17人 2 0 . 0 % 2 8 . 6 %52人

1人 2 5 . 0 % 2 7 . 3 % 9人

5人 5 . 9 % 1 4 . 8 %27人

0人 0 . 0 % 1 2 . 1 % 4人

3人 3 . 5 % 1 3 . 2 %24人

0人 0 . 0 % 1 2 . 1 % 4人

0人 0 . 0 % 2 . 2 % 4人

0人 0 . 0 % 0 . 0 % 0人

1 6 0 ～ 1 7 9

1 8 0 以 上

I  治 療 中 （ 脂 質 異 常 症 ） の 状 況 M （ O ・ P ） 治 療 な し の 者 の 状 況

9 9 以 下

1 0 0 ～ 1 1 9

1 2 0 ～ 1 3 9

1 4 0 ～ 1 5 9

0%10%20%30%40%50%60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

受 診 勧 奨 レ ベ ル



 
 

 

オ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群） 

 

 メタボリックシンドロームと循環器疾患との関連は証明されており、メタボリックシ

ンドロームの改善により循環器疾患の予防が可能です。 

平成 20 年度から医療保険者に義務付けされた特定健康診査・特定保健指導ではメタ

ボリックシンドローム該当者及び予備群の減少が評価項目としてうたわれています。 

 

 平成 22 年度からの神山町国民健康保険における特定健康診査（表 29）では、メタボ

リックシンドローム予備群者の割合は減少していますが、該当者の割合は大きな変化が

見られません。 

 メタボリックシンドローム該当者及び予備群は女性より男性に多くみられます。 

有所見の該当項目（厚生労働省様式 6-8）を見ると、男女ともにメタボリックシンド

ローム該当者では腹囲＋血圧＋脂質、メタボリックシンドローム予備群では腹囲＋血圧

の項目が高くなっています。 

 

表 29 メタボリックシンドローム該当者・予備群の経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特定健康診査 あなみ評価ツール】 

図 14 メタボリックシンドローム該当者・予備群の経年比較  

 

 

1,290 441 34.2% 167 37.9% 71 16.1% 72 16.3%

1,228 503 41.0% 178 35.4% 86 17.1% 69 13.7%

1,195 505 42.3% 173 34.3% 91 18.0% 64 12.7%

1,178 488 41.4% 154 31.6% 80 16.4% 57 11.7%

1,146 475 41.4% 150 31.6% 77 16.2% 51 10.7%

メタボリック

予備群
健診受診者

肥満

男性85cm以上

女性90cm以上

メタボリック

該当者

H22年度

H23年度

H24年度

H25年度

H26年度

被保険者数



 
 

  

 

 

【特定健康診査 あなみ評価ツール】 
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カ 特定健康診査・特定保健指導 

  

生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、特定健康診査は住民自身が自らの

健康状態を理解し、生活習慣を振り返る絶好の機会であるため、特定健康診査を継続

受診し、結果を活かすことが重要です。 

特定健康診査受診率・特定保健指導の実施率は、生活習慣病対策に対する取り組み

状況を反映する指標として設定されています。 

  神山町では受診率、実施率ともに、国、県より高い状態を推移していますが、受診

率は「第２期特定健康診査等実施計画」における平成 29 年度到達目標の受診率 60％

に達していません。 

  

表 30 特定健康診査受診率の推移 

 

【特定健康診査・特定保健指導 法定報告】 

 

表 31 特定健康診査受診率の推移（神山町国民健康保険） 

 

【特定健康診査 あなみ評価ツール】 

 

 

 

A B B/A A B B/A A B B/A

H22 1,290 441 34.2% 128,170 42,407 33.1% 22,419,244 7,169,761 32.0%

H23 1,228 503 41.0% 127,850 43,863 34.3% 22,544,587 7,362,795 32.7%

H24 1,195 505 42.3% 127,818 43,442 34.0% 22,513,746 7,593,659 33.7%

H25 1,178 488 41.4% 128,704 43,701 34.0% 22,446,340 7,690,365 34.3%

H26 1,146 475 41.4% 128,044 43,914 34.3%

神山町 徳島県 全国

対象者数 受診者数 受診率 対象者数 受診者数 受診率 対象者数 受診者数 受診率

※平成27年12月時点で公表未

人数 割合 人数 割合 人数 割合

A B B/A D D/B(前年) C C/B D D/B

H22 1,290 441 34.2% -- -- -- -- -- --

H23 1,228 503 41.0% 333 75.5% 170 33.8% -- --

H24 1,195 505 42.3% 365 72.6% 115 22.8% 25 5.0%

H25 1,178 488 41.4% 389 77.0% 59 12.1% 40 8.2%

H26 1,146 475 41.4% 373 76.4% 62 13.1% 40 8.4%

不定期受診者数

＊継続受診者は前年度と比較して算出

＊新規受診者は過去に1回も受診したことがない者

＊不定期受診者とは前年度には受診していないものの、過去に健診を受診したことがある者

対象者

数

受診者

数
受診率

継続受診者数 新規受診者数



 
 

 

表 32 特定保健指導実施率の推移 

 

【特定健康診査・特定保健指導 法定報告】 

（４）取り組み方針 

 

循環器疾患の予防において重要なのは危険因子の管理であり、危険因子の管理のた

めには関連する生活習慣の改善が最も重要です。循環器疾患の危険因子と関連する生

活習慣としては、栄養、運動、喫煙、飲酒があり、それぞれの対策を行います。 

 また、特定健康診査の結果から、個々の生活習慣と危険因子の関連、危険因子と循

環器疾患との関連について住民自身が理解を深め、どれほどの値であれば治療を開始

する必要があるかについて認識を高めることが必要です。個々の健診結果に基づいた

啓発資料の使用や適切な保健指導を行います。 

 特定健康診査の受診率をさらに向上させる必要がありますが、住民は神山町国民健

康保険以外の医療保険者にも属するため、他の医療保険者と連携をはかり、特定健康

診査受診率、特定保健指導実施率向上にむけた取り組みも行います。 

 また、循環器疾患における重症化予防の観点からは、高血圧及び脂質異常症の治療

率を上昇させることも必要です。明らかに医療を要する水準にあっても適切な治療を

受けていない者への対策も行います。 

  

具体的な取り組み 

A B B/A A B B/A A B B/A

H22 55 46 83.6% 5,778 2,962 51.3% 953,535 198,778 20.8%

H23 76 65 85.5% 5,834 3,286 56.3% 945,245 204,872 21.7%

H24 81 71 87.7% 5,551 3,366 60.6% 932,794 216,693 23.2%

H25 55 50 90.9% 5,242 3,363 64.2% 901,816 213,373 23.7%

H26 48 44 91.7% 5,283 3,588 67.9% ※平成27年12月時点で公表未

神山町 徳島県 全国

実施率 対象者数 指導者数 実施率対象者数 指導者数 実施率 対象者数 指導者数

町民（個人・地域） 

 ●健康診断（特定健康診査など）を定期的に受け、早期発見、早期治療

を行う 

●家庭血圧を測定し、自己管理する 

●かかりつけ医を持ち、適切な健康管理を行う（体重、血圧、脂質、血

糖値など） 

●食事の内容に気をつけるなど、食生活の改善を行う（長く続けられる

取り組み） 

●趣味を持ち、ストレスをためないような生活をする 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職域・学校 

 ●循環器疾患の予防の啓発をする 

●健康診断の啓発を行い、受診勧奨を行う 

●二次検査の受診を勧める 

●労働者の健康や安全を守り、安全衛生管理体制を整える 

●学校保健の推進（個人の保健管理と保健指導及び環境の衛生的管理） 

●循環器疾患の予防をするため、減塩の工夫 

行政 

 ●健康診査または特定健康診査の実施および受診率の向上 

 ・対象者への個別通知（受診券の送付） 

 ・休日健診、がん検診との同時実施 

 ・健診未受診者への受診勧奨通知 

 ・40～60 歳の健診及び医療未受診者への訪問 

 ・健診結果報告などによる医療機関との連携 

●循環器疾患の発症予防および重症化予防のための施策 

 ・特定保健指導および、血圧分類Ⅱ度以上、LDL コレステロール 180

以上の者などへの訪問指導 

 ・保健指導支援ツールの活用やレセプトを確認し、医療機関への受診

勧奨や保健指導の実施 

 ・正しい食生活の普及啓発 

 ・頸部超音波検査の実施および事後保健指導 



 
 

３．糖尿病 

  

（１）はじめに 

 

  糖尿病は心血管疾患のリスクを高め、神経障害、網膜症、腎症、足病変といった

合併症を併発するなどによって、本人の生活の質（ＱＯＬ：Quality of Life）

ならびに社会経済的活力と社会保障資源に多大な影響を及ぼします。 

  糖尿病は現在、新規透析導入の最大の原因疾患であるとともに、心筋梗塞や脳卒

中のリスクを２～３倍増加させるとされています。 

 また、糖尿病は認知症の発症に大きく影響します。 

  

（２）基本的な考え方 

 

多段階において糖尿病および合併症を抑制していくことが重要です。 

 

 １）発症予防 

     糖尿病の危険因子は、加齢、家族歴、肥満、身体活動・運動の不足、耐糖

能異常（血糖値の上昇）で、これ以外にも高血圧や脂質異常も独立した危険

因子とされています。 

循環器疾患と同様、重要なのは危険因子の管理であるため、循環器疾患の

予防対策が有効になります。 

 

    ２）重症化予防 

糖尿病における重症化予防は、特定健康診査等によって、糖尿病が強く疑

われる人、あるいは糖尿病の可能性が否定できない人を見逃すことなく、早

期に治療を開始することです。 

  同時に、糖尿病の未治療者や、治療を中断することが糖尿病の合併症の増

加につながることは明確に示されているため、治療を継続し、良好な血糖コ

ントロール状態を維持することで、糖尿病による合併症の発症を抑制するこ

とが必要です。 

 

（３）現状 

 

  「夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～」第１期計画の重点課題であった糖尿病

対策における糖尿病死亡数は図 15 のように改善されてきました。 

 

 



 
 

 

図 15 糖尿病の標準化死亡比（ＳＭＲ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【徳島県人口動態システム】 

ア 糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者 

 

  重症化した結果といえる糖尿病性腎症が原因による人工透析の状況です。 

 

   表 33 人工透析の状況（人工透析者の糖尿病有病率及び医療費） 

 

      

      

 

 

 

【国保データベース（KDB）システム】 

表 34 人工透析の状況 

（医療保険者別透析者数・人工透析原因疾患・新規人工透析者数） 

 

 

 

 

 

 

 

【国保データベース（KDB）システムほかによる町独自調査】 

平成２６年５月診療分

人数 割合 計 １人当たり

（人） （人） （％） （円） （円）

国保 5 4 80.0 25,134,080 6,283,520

後期 20 10 50.0 107,463,300 5,373,165

合計 25 14 56.0 132,597,380 5,303,895

人数
糖尿病 平成２６年度の医療費

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
（人） （人） （人） （人）

国民健康保険 6 7 5 4
高齢者医療広域連合 17 18 20 18
その他の医療保険 1 1 2 1

24 26 27 23

人数 8 10 12 8
割合 33.3% 38.5% 44.4% 34.8%

1 2 5 4

医療保険者別

新規透析導入者

糖尿病性腎症による透析者

計



 
 

 

 

   神山町国民健康保険、後期高齢者医療広域連合（神山町）では、糖尿病性腎症によ

る透析は 30～40％を占めています。                       

平成 26 年度の医療費を見ると、人工透析を予防又は開始を遅延することは、本人の

健康状態や生活の維持につながるほか医療費の抑制にもつながることがわかります。 

 

イ 糖尿病 

 

    「夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～」第１期計画で糖尿病死亡者数は減少して

いますが、糖尿病有病率の改善がみられたとはいえません。神山町国民健康保険、

徳島県後期高齢者医療における有病者の状況、神山町国民健康保険における特定健

診結果から血糖コントロールの状況を見ます。 

 

  医療の状況 

 

様式３－１（P.55、 P.56）生活習慣病に対する糖尿病治療者は神山町国民健康保険

で 28.5％、後期高齢者医療広域連合で 24.4％であり、有病率は高血圧症、脂質異常症

に比べて低いです。次に記載する特定健康診査の有所見状況から見ると、町民の血糖

コントロール状態が良いとは言いがたく、特定健康診査等にて医療を要する値であっ

ても医療機関を受診せず放置している場合や医療を自己中断していることが想定され

ます。適切に医療にかかることは重症化を予防する上では重要であるため、受療率の

向上は大切です。 

 

神山町国民健康保険における特定健康診査の状況 

 

  表 35 HbA1c の経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特定健康診査 あなみ評価ツール】 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

B B/A D D/A E E/A F F/A G G/A H H/A I I/A

H22 153 34.7% 82 18.6% 13 2.9% 19 4.3% 2 0.5% 11 2.5% 2 0.5%

H23 188 37.4% 88 17.5% 30 6.0% 13 2.6% 6 1.2% 13 2.6% 5 1.0%

H24 214 42.4% 81 16.0% 25 5.0% 17 3.4% 3 0.6% 8 1.6% 2 0.4%

H25 184 37.7% 79 16.2% 27 5.5% 14 2.9% 2 0.4% 8 1.6% 2 0.4%

H26 221 46.5% 67 14.1% 20 4.2% 12 2.5% 3 0.6% 6 1.3% 1 0.2%475 152 32.0%

505 165 32.7%

488 182 37.3%

441 172 39.0%

503 178 35.4%

7.4以上
（7.0以上）

8.4以上
（8.0以上）

人数 割合

A C C/A

合併症予防の
ための目標

最低限達成が
望ましい目標

合併症の危険が
更に大きくなる

5.5以下
（5.1以下）

5.6～5.9
（5.2～5.5）

6.0～6.4
（5.6～6.0）

6.5～6.9
（6.1～6.5）

7.0～7.9
（6.6～7.5）

8.0以上
（7.6以上）

上段：NGSP値

下段：JDS値

HbA1c測定

正常

保健指導判定値 受診勧奨判定値

再掲
正常高値

糖尿病の可能性が
否定できない

糖尿病



 
 

 

表 35、表 36 で HbA1c の結果を見ると、基準値を超えている方が毎年約６割います。 

 「糖尿病治療ガイド 2014-2015」において、合併症予防のための目標値（HbA1c7.0％以

上）の者の割合は、少しずつ減少しています。 

              

表 36 重症化しやすい HbA1c6.5％以上の者の割合 

 

 

【特定健康診査 あなみ評価ツール】 

表 37 治療と未治療の状況 

 

【特定健康診査 あなみ評価ツール】 

 

 HbA1c6.5％以上の医療機関受診が必要な受診勧奨判定値で治療のない者の割合は減少

してきています。 

 

（NGSP値）

未治療 治療

153 172 82 12 22

34.7% 39.0% 18.6% 35.3% 64.7%

4 17

19.0% 81.0%

188 178 88 19 30

37.4% 35.4% 17.5% 38.8% 61.2%

6 13

31.6% 68.4%

214 165 81 25 20

42.4% 32.7% 16.0% 55.6% 44.4%

7 13

35.0% 65.0%

184 182 79 18 25

37.7% 37.3% 16.2% 41.9% 58.1%

4 12

25.0% 75.0%

221 152 67 11 24

46.5% 32.0% 14.1% 31.4% 68.6%

4 11

26.7% 73.3%

年度
HbA1c
測定

5.5以下 5.6～5.9 6.0～6.4
6.5以上

再掲

再）7.0以上

H22

441
34

7.7%

21

4.8%

H24

505
45

8.9%

20

4.0%

H23

503
49

9.7%

19

3.8%

H26

475
35

7.4%

15

3.2%

H25

488
43

8.8%

16

3.3%

7.7%

9.7%

8.9%

8.8%

7.4%

4.8%

3.8%

4.0%

3.3%

3.2%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

A' A'/A B B/A D D/A E E/A F F/A G G/A H H/A I I/A

H22 33 7.5% 1 3.0% 7 21.2% 5 15.2% 15 45.5% 2 6.1% 8 24.2% 2 6.1%

H23 41 8.2% 1 2.4% 7 17.1% 17 41.5% 9 22.0% 4 9.8% 9 22.0% 3 7.3%

H24 32 6.3% 3 9.4% 7 21.9% 7 21.9% 10 31.3% 3 9.4% 7 21.9% 2 6.3%

H25 37 7.6% 0 0.0% 11 29.7% 13 35.1% 10 27.0% 2 5.4% 6 16.2% 2 5.4%

H26 42 8.8% 3 7.1% 10 23.8% 13 31.0% 8 19.0% 3 7.1% 6 14.3% 1 2.4%

H22 408 92.5% 152 37.3% 75 18.4% 8 2.0% 4 1.0% 0 0.0% 3 0.7% 0 0.0%

H23 462 91.8% 187 40.5% 81 17.5% 13 2.8% 4 0.9% 2 0.4% 4 0.9% 2 0.4%

H24 473 93.7% 211 44.6% 74 15.6% 18 3.8% 7 1.5% 0 0.0% 1 0.2% 0 0.0%

H25 451 92.4% 184 40.8% 68 15.1% 14 3.1% 4 0.9% 0 0.0% 2 0.4% 0 0.0%

H26 433 91.2% 218 50.3% 57 13.2% 7 1.6% 4 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%147 33.9%

11.9%

治
療
な
し

169 41.4%

175 37.9%

163 34.5%

181 40.1%

治
療
中

3 9.1%

3 7.3%

2 6.3%

1 2.7%

5

7.4以上
（7.0以上）

8.4以上
（8.0以上）

人数 割合

C C/A

合併症予防の
ための目標

最低限達成が
望ましい目標

合併症の危険が
更に大きくなる

5.5以下
（5.1以下）

5.6～5.9
（5.2～5.5）

6.0～6.4
（5.6～6.0）

6.5～6.9
（6.1～6.5）

7.0～7.9
（6.6～7.5）

8.0以上
（7.6以上）

上段：NGSP値

下段：JDS値

HbA1c測定

正常

保健指導判定値 受診勧奨判定値

再掲
正常高値

糖尿病の可能性が
否定できない

糖尿病



 
 

 

（４）取り組み方針 

 

神山町の糖尿病の標準化死亡比（ＳＭＲ）は平成 12～16 年の 284 をピークに減少し

てきました。夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～第１期計画の最優先課題を糖尿病

対策とし、その課題解決に向けて、地域・関係機関等と連携しながら、糖尿病の発症

予防や重症化予防を取り組んできました。今後も糖尿病による死亡、有病率の改善を

目標に対策をすすめていきます。具体的にはこれまで取り組んできた１）糖尿病腎症

による年間新規透析導入患者の減少２）治療継続者の割合の増加３）血糖コントロー

ル指標におけるコントロール不良者の割合の減少４）糖尿病有病者の増加の抑制を目

標に対策をすすめていきます。 

 

 

  具体的な取り組み 

 

町民（個人・地域） 

 ●健康診断（特定健康診査など）を定期的に受け、早期発見・早期治療を

行う（尿・血液検査を定期的に受ける） 

●今までの自分の食生活を見直し、これからの改善点や目標が自分で分か

った上で正しい食生活に取り組み、無理せず長く続けられるような工夫

をしていく 

●適正な体重の維持に努める 

●自分に合った楽しく続けられる運動を行う 

職域・学校 

 ●健康診断の受診啓発を行う 

●健診費用の補助などで受診しやすい環境を整える 

●二次検査の受診を勧める 

●労働者の健康や安全を守り、安全衛生管理体制を整える 

●学校保健の推進（個人の保健管理と保健指導及び環境の衛生的管理） 

●正しい食生活について啓発する 

 ・朝食の内容の充実 

 ・野菜が簡単に美味しく食べられるレシピ紹介 

 ・甘いおやつを控える 

 ・バランスを考える 

・野菜を多く摂る 

 ・インスタント食品や外食を控える 

●運動する機会を設ける 



 
 

行政 

 ●糖尿病の発症および重症化予防のための施策 

 ライフステージごとに実施 

［妊娠期］ 

・家族歴の聴取 

・妊婦健診の結果尿糖や血糖に異常がある場合は家庭訪問 

［新生児期・乳幼児期］ 

・子育てだよりで糖尿病予防の啓発 

・１歳６か月児３歳児健診、幼児歯科検診で保護者の簡易 HbA1c・随

時血糖の測定→特定健康診査につなげる。血糖に関する啓発資料の

配布 

・小児生活習慣病予防教室及び保育所食育教室の実施 

［学童期・思春期］ 

・小児生活習慣病予防教室実施（小中学校） 

・養護教諭との連携（肥満児童や尿検査異常者の実態把握など） 

・栄養教諭との連携（給食だよりで糖尿病予防の啓発） 

［青年期］ 

・糖尿病予防教室の実施 

・糖尿病予防の啓発 

・若年層健診の実施（神山町国保） 

［壮年期］ 

・特定健康診査受診勧奨の実施 

・特定健康診査の結果から、指導が必要な者を抽出し訪問 

 ○HbA1c6.5％以上で未治療の者及び治療の有無に関わらず

HbA1c8.4％以上の者 

 ○必要があれば糖尿病地域保健用連携パスの活用 

 ○過去の健診結果から悪化している者 

・過去に糖尿病地域保健用連携パスの活用をした者の経過を把握 

・保健指導支援ツールの活用やレセプトを確認し、受診勧奨や保健

指導の実施 

［高齢期］ 

・地域包括支援センターとの連携 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

４．ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 

  

（１）はじめに 

 

    ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）は、主として長期の喫煙によってもたらされる肺

の炎症性肺疾患で、咳・痰・息切れを主訴として緩徐に呼吸障害が進行します。か

つて、肺気腫、慢性気管支炎と称されていた疾患が含まれます。 

ＷＨＯは、緊急のたばこ対策等を行わなかった場合、ＣＯＰＤによる死亡は今後

10年間に 30％増加し、2030年には死亡順位第３位（2008年、第４位）になると推定

しています。 

我が国でも、ＣＯＰＤによる死亡数は増加傾向にあり、2010年には死亡順位９位、

男性では７位になっています。 

ＣＯＰＤは、心血管疾患、消化器疾患、糖尿病、骨粗鬆症、うつなどの併存疾患

が多く、ＣＯＰＤの抑制はこれらの疾患の低減効果の可能性も期待されます。 

ＣＯＰＤの原因の 90％はたばこの煙によっておこり、喫煙者の 20％がＣＯＰＤを

発症するとされています。女性は男性よりたばこに対する感受性が高く、女性喫煙率

の増加により、男女ともに喫煙が最大のリスクとなっています。ＣＯＰＤの発症予防

と進行の阻止は禁煙によって可能であり、早期に禁煙するほど有効性は高くなること

から、たばこ対策の着実な実行が必要です。 

 

（２）基本的な考え方 

 

   ＣＯＰＤという疾患が国民の健康増進にとってきわめて重要な疾患であるにもかか

わらず、新しい疾患名であることから、国民に十分に認知されていません。そのため、

ＣＯＰＤという疾患の認知率を高めるとともにたばこ対策が重要となります。（たばこ

については「喫煙」に記載） 

 

（３）現状 

 

表 38 ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）死亡者数 

 

【徳島県人口動態システム】 

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

総数

2 0 2 3 3 10

（人）

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）



 
 

  

 表 39 ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）標準化死亡比（ＳＭＲ） 

 

【徳島保健所管内の健康指標】 
 

 死亡の状況を標準化死亡比（ＳＭＲ）（表 39）見ると、男女ともに県に比べると低

い状況です。 

 

（４）取り組み方針 
 

   ＣＯＰＤの名称と疾患に関する知識の普及、ＣＯＰＤが予防可能な生活習慣病であ

ることの理解の促進、禁煙指導、ＣＯＰＤのスクリーニング票の活用等とＣＯＰＤ早

期発見とを結びつけた活動の推進などを進めていきます。 

また、禁煙対策については、P.77 からの禁煙対策を進めます。 

 

具体的な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神山町 徳島県 神山町 徳島県

平成１８～平成２２年 167 111 0 138

平成１９～平成２３年 107 113 0 135

平成２０～平成２４年 107 117 92 129

平成２１～平成２５年 95 119 92 139

男性 女性

町民（個人・地域） 

 ●たばこの害を理解し、禁煙に努める 

●喫煙者は、受動喫煙によるたばこの害を理解し、配慮する 

●家族や周りの人のことも考え、啓発する 

職域・学校 

 ●定期的な検診受診を勧める 

●職場内の禁煙、分煙に努める 

●ＣＯＰＤについてのパンフレットを配布し、啓発する 

●ＣＯＰＤ、たばこの害、禁煙について学習する機会を設ける 

行政 

 ●ＣＯＰＤについて啓発する 

 ・喫煙との関連について周知する 

 ・健康教室など、住民が学習する機会を設ける 

●禁煙支援 

 ・各種検診等で指導 

 ・禁煙希望者に対する医療機関等の紹介 



 
 

５．認知症 

  

（１）はじめに 
     

    我が国の高齢社会の進展に伴い、認知症高齢者は確実に増加すると推定されま

す。平成 14 年度時点で日常生活自立度Ⅱ以上の認知症高齢者数（65 歳以上高齢

者）は 145 万人と推定され、平成 27 年度は 250 万人、さらに平成 37 年度では 323

万人と増加が見込まれています。 

    神山町でも日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者が年々増加傾向にあります。 

    認知症高齢者数は高齢化の進展に伴いさらに増加が見込まれており、高齢者数

の多い神山町では認知症への対応が求められます。 

 

（２）基本的な考え方 
  

現時点で認知症、特に我が国で主流となっているアルツハイマー型認知症自体を

予防することは不可能です。しかし、認知症とはいえないが、加齢に伴う範囲を越

えた認知機能低下がみられる「軽度認知障害（Mild Cognitive Impairment : MCI）」

とよばれる高齢者では、認知症、特にアルツハイマー型認知症への移行率が正常高

齢者と比較して著しく高いことが分かっています。この軽度認知障害の高齢者に対

して運動や趣味に関する様々な介入を行うことによって認知症発症の時期を遅ら

せたり、認知症機能低下を抑制したりできることは明らかになっています。 

また、アルツハイマー型認知症では、薬で進行を遅らせることができ、早く使い

始めると健康な時間を長くすることができるので、認知症も他の疾患と同様に早期

診断・早期治療が非常に重要です。 

     

（３）現状 
 

表 40 要介護認定における有病状況（平成 26 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国保データベース（KDB）システム 地域の全体像】 

神山町 県 同規模 国
後期 19.4% 26.0% 20.1% 20.3%
＋ 62.5% 56.8% 52.4% 47.9%

国保 21.1% 29.0% 24.9% 25.7%

68.5% 64.7% 59.5% 54.8%

28.1% 26.9% 28.2% 25.2%

6.3% 9.9% 8.8% 9.2%
62.4% 59.2% 51.0% 47.1%
30.5% 34.1% 34.6% 32.2%

認知症（再掲） 18.4% 21.2% 20.7% 19.4%
ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病 16.6% 17.6% 16.7% 15.7%

がん

筋・骨格

精神

糖尿病

高血圧症

脂質異常症

心臓病

脳疾患



 
 

 

  表 41 要介護認定 主治医意見書における認知症の判定 

     

 

 

 

 

【神山町介護保険計画 高齢者保健福祉計画（第 6 期）】 

 

主治医意見書における認知症の判定をみると、日常生活自立度Ⅱ以上の認知症高

齢者数が年々増加しているが、要介護認定における有病状況をみると認知症で治療

をしている方は、県や同規模町村、国よりも少ない傾向です。また、アルツハイマ

ー型認知症で治療している方は、県よりも少なく、同規模町村と同じくらいです。

これらのことより、認知症により日常生活に支障が出現しているにも関わらず、未

治療の方が多くいるのでないかと考えられます。 

 

（４）取り組み方針 

 

認知症は、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまい、脳の働きが悪くなって

様々な障害が起こり、生活に支障が出てくる疾患です。認知症を予防するためには、

前項目で述べてきた循環器疾患（特に脳血管疾患）や糖尿病の発症や重症化を予防

することが重要です。また、すでに認知症を発症している場合には、適切な医療に

中断することなく継続してかかり、認知症高齢者に対応したサービスの提供や一人

ひとりの状況に応じた適切なサポートが必要です。以上をふまえた上で、認知症に

関しての具体的な取り組みは、循環器疾患および糖尿病の項目を実施し予防を図り

ます。また、神山町介護保険計画・高齢者保健福祉計画に基づき平成 28 年度から

開始する認知症初期集中支援推進事業を始めとする認知症施策を推進します。 

（人）
H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

2,992 2,943 2,876 2,819 2,822 2,783

551 624 629 624 647 647

男性 155 180 192 183 193 198

女性 396 444 437 441 454 449

自立 162 176 159 132 132 134

Ⅰ 123 138 160 177 158 164

Ⅱａ 63 85 89 90 90 79

Ⅱｂ 65 66 73 82 111 119

Ⅲａ 53 79 67 65 71 74

Ⅲｂ 34 26 36 34 41 36
Ⅳ 48 46 39 35 37 30

Ｍ 3 8 6 9 7 11

合計（Ⅰ以上） 389 448 470 492 515 513

合計（Ⅱａ以上） 266 310 310 315 357 349

65歳以上人口

認定数

男女別

認知症高
齢者の日
常生活自

立度

※ 要介護認定システムから抽出 

※ 死亡による資格喪失者も含まれます 

※ 同年度に変更申請等で２回認定した場合を含みます 



 
 

  



 
 

    



 
 

 Ⅱ．健康に関する生活習慣及び社会環境の改善 

  

  生活習慣病の発症を予防し、健康寿命を延伸するためには、国民の健康の増進を形

成する基本的要素となる栄養・食生活、身体活動・運動、飲酒、喫煙、歯・口腔の健

康、休養・こころの健康に関する生活習慣の改善が重要です。 

  目標は以下のとおり設定し、考え方や今後の方針等を次頁以降に示します。 

 目標項目 

栄養・食生活 ① 適正体重を維持している者の増加（肥満、やせの減少） 

② 適切な量と質の食事をとる者の増加 

③ 野菜を毎日 350ｇ以上摂取する者の割合の増加 

身体活動・運動 ① 運動習慣者の割合の増加 

飲酒 ① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（１日当た

りの純アルコール摂取量が男性 40ｇ以上、女性 20ｇ以上の

者）の割合の減少 

② 未成年者の飲酒をなくす 

③ 妊娠中の飲酒をなくす 

喫煙 ① 成人の喫煙率の減少 

② 未成年者の喫煙をなくす 

③ 妊娠中の喫煙をなくす  

歯・口腔の健康 ① ３歳でむし歯がない人の割合の増加 

② 12歳でむし歯のない人の割合の増加 

③ 過去１年間に歯科検診を受診した者の割合の増加 

休養・こころの

健康 

① 自殺の標準化死亡比の減少 

② 睡眠による休養を十分とれていない者の減少 



 
 

１．栄養・食生活 

 

 （１）はじめに 

 

   栄養・食生活は生命を維持し、子どもたちが健やかに成長し、また全ての人々が健

康で幸福な生活を送るために欠くことのできない営みであり、生活習慣病予防と生活

の質の向上の観点からとても重要です。 

   同時に、栄養・食生活は社会的、文化的な営みでもあります。神山町は山林に囲ま

れ農地と集落が点在しており、この地理的な特徴や自然環境、歴史的条件が相まって、

地域特有の食文化を生み出し、食生活の習慣をつくりあげてきました。 

   また、近年の社会環境の変化や多様な生活様式により食生活も変化し、生活習慣病

の増加の要因となっています。 

    

   

（２）基本的な考え方 

   主要な生活習慣病（がん、循環器疾患、糖尿病等）予防の科学的根拠は食品（栄養

素）と具体的な関連があります。 

生活習慣病の予防のためには、神山町の食文化を踏まえるとともに、食品（栄養素）

の欠乏又は過剰について、個々の特定健康診査のデータで確認し、個人の年齢・性別・

働き方などに応じた適正な食事量の摂取と食品の選択が必要であり、これら知識の普

及と実践が求められています。 

 

 （３）現状 

 

  １）神山町の食の実態と体の実態 

 

  神山町の地勢・風土や歴史・風習などが反映され作られてきた食品をあげ、味覚や食

習慣がどのようにつくりあげられたか、またこれにつながる体の実態を分析しました。

（P.59） 

神山町では、芋の摂取量が多く（特に奥地の高齢者世帯）、緑黄色野菜の摂取が少ない

こと、おもてなし文化が根強く飲み会や間食も多いことがうかがえます。これらも影響

し、第１期計画時にはメタボリック症候群（特に予備群）や糖尿病有病率も高くなって

いるのではないかと考えられました。しかし、最近のデータを見てみると、メタボリッ

ク症候群や予備群、糖尿病有病率も下がりつつあります。 
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２）ライフステージにおける肥満、やせ 

 

  食品（栄養素）の過剰や不足、偏りは体重に影響します。 

体重は、ライフステージをとおして、日本人の主要な生活習慣病や健康状態との関連

が強く、特に肥満はがん、循環器疾患、糖尿病等の生活習慣病との関連、若年女性のや

せは、低出生体重児のリスク等との関連があります。 

  適正体重については、ライフステージごとの目標を設定し、評価指標とします。 

 

 表 42  ライフステージにおける適正体重の現状と評価指標 

 
 

 〈 妊娠時のやせ 〉 

   妊娠前、妊娠期の心身の健康づくりは、こどもの健やかな発育につながります。低

出生体重児は、妊娠前の母親のやせが要因の１つと考えられます。 

   神山町では、20～30 代の女性の体重の把握ができないため、平成 26 年度に母子手

帳を交付した女性の非妊娠時の体重を調べたところ、国や県の割合に比べ、やせの割

合が２倍となっています。 

   妊娠前、妊娠期の健康は、次の世代を育むことにつながることを啓発するとともに、

ライフステージおよび健診データに基づいた保健指導を行っていくことが、必要とな

ります。 

 

 

ライフステージ 妊　娠 出　生 学　童 高齢者

20～30歳代女性 出生時 小学校5年生 40～60歳代男性 40～60歳代女性 65～74歳

20～30歳代：18.9% 9.6% 男子：4.7%　女子：3.8% 31.1% 19.8% 14.3%

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度

データソース 国民健康栄養調査 人口動態調査 学校保健統計調査 国民健康栄養調査

20～30歳代：20.0% 9.8% 男子：7.2%　女子：4.4% 33.7% 22.2%
※ＢＭＩ18.5以下
60歳代～：6.1%

平成22年度 平成25年度 平成26年度 平成22年度

データソース 県民健康栄養調査
徳島県人口動態

システム
学校保健統計調査

県民健康栄養調査

※参考値

平成26年度 平成21～25年度 平成27年度 平成25年度

成　人

評価指標

国の現状

神山町の現状

データソース
母子手帳交付時

※参考値

徳島県人口動態
システム
※参考値

町学校身体測定結果
※対象年齢が異なるため

参考値

やせ（ＢＭＩ18.5未満） 低体重児

平成26年度

国保特定健診

中等度・高度肥満傾向児 ＢＭＩ25以上 ＢＭＩ25以上

小学校1～6年生

(男子：2.6%　女子：7.8%)

ＢＭＩ20以下

町国保特定健診

県の現状

平成26年度

国保特定健診

平成26年度

28.1% 24.4% 19.1%3.8%20～30歳代：44.4%



 
 

 

〈 低出生体重児 〉 

神山町は、低出生体重児の割合が年によって差があるため、５年間の平均でみてみ

ると、国や県に比べ低い割合になっています。しかし、20～30 代の女性のやせが多い

ことから今後も思春期頃からの教育に取り組んでいく必要があります。また、低体重

で生まれてきた子どもの健やかな発育、発達への支援や、将来の生活習慣病の発症予

防のための保健活動も必要です。 

   

〈 学 童 〉 

学童においても、少人数であるため、国の評価対象である小学５年生ではなく、１～

６年生までの中等度（肥満度 30～50％）、高度（肥満度 50%以上）肥満児の割合を男女

別にみてみました。 

神山町では対象人数が少ないため、単純比較はできませんが、男子の割合は国や県よ

り低く、女子は国や県より高くなっています。男女平均では 4.7%と国（4.2%）より高

く、県（5.8%）より低い割合です。 

子どもの肥満は、将来の肥満や生活習慣病に結びつきやすいとの報告があります。子

どもの生活背景［食事・運動・睡眠習慣・妊娠中（胎児）の状態・遺伝・それ以外の要

因］の実態把握と保育所や学校と連携した対策が必要です。また、子どもの頃の食習慣

は成人期の食習慣に影響を与えます。家族との共食※の頻度が低い子どもで肥満が多く、

高い人ほど食物の摂取状況が良好との報告もあることから、食事をとる環境も重要です。

今後も食育を進める中で、家族や仲間との共食を推進していくことが求められます。 

 

   ※ 共食（きょうしょく）：家族など共に生活している人々と食行動を共にすること。 

   

〈 成 人 〉 

成人については、国保特定健康診査対象者の 40～60 歳代のＢＭＩ25 以上について

男女別に比較しました。 

男性は、国や県より低く、女性は国や県より高い割合でした。神山町の女性は平成

22 年に行った調査で、「甘い物をよく食べる」習慣が男性に比べ多かったことも原因の

ひとつと考えられます。 

ライフステージの中で、体重が増えるきっかけはいくつかあります。成人では、男

性は仕事内容（活動量）の低下に伴う体重増加、女性は妊娠、出産に伴う変化や子育

て中の間食習慣、更年期以降の基礎代謝の低下に伴う体重増加などがあります。適正

な体重を維持していくためには、適正な量と内容（質）の食事を摂取することが必要

です。 

この年代は、特定健診・特定保健指導の対象となり、身体の状況や検査結果が把握

しやすいため、メタボリック症候群や予備群が増加するこの時期に、生活習慣病の一

次予防に取り組むとともに、合併症の発症や重症化予防を重視した取り組みが必要で



 
 

す。 

 

〈 高齢者 〉 

県では、評価する対象者年齢やＢＭＩが違うため、比較できませんが、ＢＭＩ20 以

下の高齢者について、国と比較すると神山町は 19.1%と高くなっています。 

高齢者のやせは低栄養※に結びつきやすく、介護が必要となる割合も高くなります。

若い世代で肥満が問題になる一方で、高齢者の低栄養が増えています。「油や動物性脂

肪の摂り過ぎに注意」といった若い世代に向けた呼びかけがそのまま高齢になっても

知識として残っていることも考えられます。 

また、年齢による体の変化などにより、小食になったり、食事が偏ったりすること

で、自分でも気づかないうちに低栄養状態になりがちです。食事は要介護を防ぐため

の運動器（骨、関節、筋肉）の働きを維持するためにも欠かせないことから、高齢者

のステージにあった食事量や優先して食べるべき食品の選択力をつけてもらう取り組

みが必要です。 

   ※ 低栄養：人間が生命を維持し、日常生活を営むために必要な栄養、特にエネルギーとたんぱ 

く質が不足している状態。 

 

３）朝食を食べる子どもの割合 

 

  朝食は、体を目覚めさせその日１日を元気に過ごすために、また１日に必要な栄

養素を欠くことなく摂るためにも重要です。 

  神山町の小学生、中学生を対象にした調査では、「毎日朝食を食べる子の割合」は、

小学生で 89%（県と同程度）、中学生で 87%（県より高い）でした。平成 26 年から

比べると、どちらも下がっているため、今後も継続して朝食についての啓発をして

いくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

図 16 小学校３～６年（平成 26、27 年） 

 

       【平成 26、27 年神山町食生活アンケート調査（学校食育推進委員会）】 

        ※Ｈ22 年県平均（小学 5 年生） 毎日食べる 89.5％ 

 

 

図 17 中学校１～３年（平成 26、27 年） 

 

      【平成 26、27 年神山町食生活アンケート調査（学校食育推進委員会）】    

        ※Ｈ22 年県平均（中学 2 年生） 毎日食べる 82.5% 
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４）朝食の内容 

 

   小学生、中学生を対象に朝食の内容をみてみると、小学生は「主食のみ」が 27%と

バランスが悪い内容となっています。 

   中学生は「主食のみ」は 17%で、前年よりも減っており、小学生に比べ内容が充実

しています。 

   県と比較すると、「主食のみ」は小学生、中学生とも少ない結果でした。 

 

  図 18 小学校３～６年（平成 26、27 年） 

   

        【平成 26、27 年神山町食生活アンケート調査（学校食育推進委員会）】 

            ※Ｈ22 年県平均（小学 5 年生） 主食のみ 31.3% 

 

  図 19 中学校１～３年（平成 26、27 年） 

   

        【平成 26、27 年神山町食生活アンケート調査（学校食育推進委員会）】 

           ※Ｈ22 年県平均（中学 2 年生） 主食のみ 30.3% 
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 今朝、何を食べてきましたか？ 



 
 

   ５）野菜を毎食食べている子どもの割合 

 

   小学生は野菜をほぼ毎食食べる子どもの割合が、平成 26 年度から飛躍的に伸びてい 

ます。また、ほとんど食べない子どもも減って全体的に野菜を食べている子どもが増

えました。中学生は、逆に少し食べない子どもが増えています。 

県と比較すると、小学生、中学生とも毎食食べている子どもの割合が高くなってい

ます。 

 

  図 20 小学校３～６年（平成 26、27 年） 

   

         【平成 26、27 年神山町食生活アンケート調査（学校食育推進委員会）】 

※Ｈ22 年県平均（小学 5 年生） ほぼ毎食食べる 46.4% 

 

  図 21 中学校１～３年（平成 26、27 年） 

    

       【平成 26、27 年神山町食生活アンケート調査（学校食育推進委員会）】 

         ※Ｈ22 年県平均（中学 2 年生） ほぼ毎食食べる 52.1% 
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   ６）野菜の摂取量 

 

   野菜摂取量についての調査結果は、平成 22 年県民健康栄養調査でみることができま

すが、神山町は北・川北地区のみ対象で、対象人数も限られているため参考値として

みていきます。 

   徳島県は、全国でも野菜摂取量が全国下位にありますが、神山町は平成 22 年県民健

康栄養調査では、国や県よりも摂取量が多いという結果でした。 

   しかし、緑黄色野菜でみてみると、国や県よりも少ない結果でした。 

   緑黄食野菜には、ビタミン類が豊富で細胞の代謝にも重要な役割を果たしますが、

神山町では夏場に緑黄食野菜（特に葉野菜）を栽培している家庭が少ないので、年間

をとおして緑黄色野菜（葉野菜）を栽培してもらえるよう地域と連携していくことが、

望まれます。 

 

  表 43 １日の野菜摂取量 

   

【平成 24 年国民健康栄養調査（国）】 

【平成 22 年県民健康栄養調査（県・町）】 

 

    次に、野菜を増やせない理由について見てみると、「現在、野菜を十分食べている」

と思っている人が、約４割いることが分かりました。 

 

   表 44 野菜を増やせない理由 

           

                               【平成 22 年県民健康栄養調査】 

 

       １日に摂るべき野菜の適量だと思う量と実際の摂取量について関連性を見てみる 

と、適量と思う量が多い人ほど、実際の摂取量も多いことがわかります。 

    このことから、今後も１日の野菜の摂取基準量について、周知していくことが必要 

です。 

野菜摂取量 緑黄色野菜 その他野菜 野菜ｼﾞｭｰｽ・漬物

野菜の基準量 ３５０ｇ以上 １２０ｇ ２３０ｇ ―

国の現状 ２７５ｇ ８６．８ｇ １６４．８ｇ ２３ｇ

県の現状 ２７１ｇ ８４．６ｇ １６６．８ｇ １９．２ｇ

神山町の現状 ３０５ｇ ７４．１ｇ ２１１．３ｇ １９．２ｇ

野菜を増やせない理由（全体） 割合

①現在、野菜を十分に食べているから 42.1%

②自分で食事の準備をしないから 24.0%

③野菜が好きでないから 19.4%



 
 

 

   表 45 野菜の適量だと思う量と実際の摂取量の比較 

    

                      平成 22 年県民健康栄養調査 

     ※ 野菜の摂取目標量＝１日 350ｇ以上（５つ分以上） 

 

（４）取り組み方針 

 

   適切な量と質の食事は、生活習慣病予防の基本です。生涯をとおして健康な体を

つくるために、神山町に根付いた食文化の特徴を踏まえながら、個人の年齢や性別、

体格、生活状況に見合った適正な食事量の摂取と食品の選択について、知識の普及

を図ります。 

   主要な生活習慣病［がん、循環器疾患、糖尿病、慢性腎臓病（ＣＫＤ）］予防の科

学的根拠があるものと、食品（栄養素）の具体的な関連は表 46 のとおりです。 

   また、生活習慣病予防に焦点をあてた、ライフステージごとの食品の目安量は表

47 のとおりです。これらの資料をもとに、食品（栄養素）の欠乏または過剰につい

て、個人の健診データを確認し、個別指導を行います。 

   さらに、野菜の摂取不足の改善に向け、家庭や地域、職域といったあらゆる単位

で啓発等を実施し、また、保育所食育年間計画、学校食育全体計画といった食育の

観点からも関係者と連携しながら食に関する様々な取り組みを行い、神山町全体の

健康意識の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の摂取量

１つ＝７０ｇ ％ ｇ

１～２つ分 22.2 258.5

３～４つ分 39.8 268.3

５～６つ分 26.7 298.3

７～８つ分 11.3 318.9

適量だと思う量

少 

        

  

多

     



 
 

 

具体的な取り組み 

 

 

町民（個人・地域） 

 ●家庭内で栄養・食生活について話題にし、感心を高める 

●バランスのとれた食生活を常に心がけ、最初に野菜から手をつけ、少し

でも多くとるようにする 

●塩分を控える 

●夜遅い食事は避ける 

職域・学校 

 ●栄養・食生活についての情報を、職域や学校のあらゆる機会を捉えて啓

発する（パンフレット配布、講習会等） 

●職域で“バランス食”や“理想のお弁当”についてお互いに啓発し、野

菜メニュー（お手軽野菜料理）を取り入れるよう心がける 

●野菜を栽培し、調理する（体験学習） 

行政 

 ●ライフステージをとおして、適正体重の維持と適正な食品摂取ができる

力を育み、実践できるよう支援する 

［妊娠期］母子手帳交付時や妊婦相談における食事指導 

［乳幼児期］乳幼児健診や離乳食講習、保育所食育教室、小児生活習慣病予防教室

等における食事指導 

［学童・思春期］小児生活習慣病予防教室、学校栄養教諭による食育指導 

［青壮年期・高齢期］健康増進事業における食事指導、特定健診・特定保健指導等

における食事指導 

［高齢期］ヘルスメイト等地区組織と合同での栄養料理教室の開催と食事指導、介

護予防教室等での食事指導 

●各種会合で栄養・食生活についての啓発（野菜１日 

350ｇ以上、手ばかり栄養法、お茶だけ運動等ツールの活用） 

●身近な野菜を使った“お手軽野菜料理”の普及・啓発 

●保育所栄養士、小中学校養護教諭・栄養教諭等との情報や課題の共有 

●食事指導が重要とされる生活習慣病［がん、循環器疾患、糖尿病、慢性

腎臓病（ＣＫＤ）等］の重症化予防に向けた個別指導 
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２．身体活動・運動 

  

（１）はじめに 

 

   身体活動とは、安静にしている状態以外の就業や家事などの生活活動を含むすべ        

ての動きをいい、運動とは身体活動のうち、ウォーキングやスポーツなど健康・体

力の維持・増進を目的として行われるものをいいます。 

   身体活動や運動の量が多い人は、少ない人と比較して循環器疾患やがんなどの非

感染性疾患の発症リスクが低いことが明らかになっています。 

   世界保健機構（ＷＨＯ）は、高血圧（13％）、喫煙（９％）、高血糖（６％）につ

いで、身体活動（６％）を全世界の死亡に関する危険因子の第４位と認識し、日本

でも、身体活動・運動不足は喫煙、高血圧についで非感染性疾患による死亡の３番

目に危険因子であることが示唆されています。 

   最近では、身体活動・運動は非感染性疾患の発症予防だけでなく、高齢者の運動

機能や認知機能の低下などと関係することも明らかになってきました。 

   現在、高齢者の運動器疾患が急増しており、要介護となる理由として運動器疾患

が重要となっていることから、日本整形外科学会は 2007 年、要介護となる危険の高

い状態を示す言葉としてロコモティブシンドロームを提案し、介護予防の推進が積

極的になされるようになってきています。 

   身体活動・運動の重要性が明らかになっていることから、多くの人が無理なく日

常生活の中で運動を実施できる方法の提供や環境をつくることが求められています。 

 

    ※ 非感染性疾患： 

がん、循環器疾患、糖尿病及び慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）等の生活習慣改善に

よる予防が可能な疾患をいう。非感染性疾患は世界的にも死因の約 60％を占めて

おり（2008 年現在）、今後 10 年間で 77％にまで増加すると予測されている。 

 

    ※ ロコモティブシンドローム（運動器症候群）： 

       運動器（骨、関節軟骨、椎間板、筋肉、神経系など）の障害のために自立度が低し、 

介護が必要になる危険性の高い状態をいう。 

 

（２）基本的な考え方 

 

 健康増進や体力向上のために身体活動量を増やし、運動を実施することは、個人の

抱える多様かつ個別の健康課題の改善につながります。 

 主要な生活習慣病予防とともに、ロコモティブシンドロームによって、日常生活の

営みに支障が出ないようにするために身体活動・運動が重要になってきます。 



 
 

（３）現状 

 

 表 48 運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合 

  

 

 

【養護教諭提供】              

                  

成人（40～74 歳）の運動習慣の割合 

 

  図 22 日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施してい

る者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

【特定健康診査データ管理システム TKAC004 質問票項目別集計表】 

 

図 23 １回 30 分以上軽く汗をかく運動を週２日以上、１年以上実施している者

の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特定健康診査データ管理システム TKAC004 質問票項目別集計表】 

男子 59.2% 平成27年度

女子 54.2%
男子 100.0%
女子 86.6%

Ａ小学校

Ａ中学校



 
 

  運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合は、小学生では男女とも 50％台です

が、中学生になると男子は 100％、女子は 86.6％で多数の子どもが運動をしています（表

48）。 

成人においては、日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施し

ている者の割合が 50％弱（図 22）、１回 30 分以上軽く汗をかく運動を週２日以上、１

年以上実施している者の割合が 40％弱（図 23）で、いずれも国や徳島県よりも低い状態

であり、習慣的に運動をしている者が少ないといえます（P.5、表１）。 

 

（４）取り組み方針 
 

  身体活動を増加することは、生活習慣病の発症や要介護状態の予防につながることか

ら、運動量や活動量を増やしていくための知識の普及や具体的な行動について、意識づ

くりや機会の提供を進めます。 

 

具体的な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民（個人・地域） 

 ●町内の行事へ参加するなど、日常生活を活動的に行う 

●年齢や疾病に合わせ自分に合った楽しく続けられる運動を行う 

●軽い運動を心がけ、日々の生活の中で身体を動かす 

●ウォーキングをする 

●歩いて行ける場所には、できるだけ車を使わない 

職域・学校 

 ●運動習慣形成のための啓発を行う（歩数を記録する、外遊び習慣、体

育集会等） 

●部活動の活発化 

●職域や各種団体で運動する機会を設ける 

歩け歩け大会、ゲートボール大会、ヨガ講座、体力測定会、体育大会、

ボウリング大会、ソフトボール大会など 

行政 

 ●運動の推進 

 ・誰もができる運動方法の提供 

 ・健康体操等を広める 

 ・運動教室等の開催 

●歩数計利用の啓発 

・「プラス 1000 歩！あわーチャレンジ」等の活用 

●ウォーキング大会の開催 

●地域支援事業における一般介護予防事業において、高齢者の運動機能

の維持向上を図るため、「介護予防教室」等の開催 



 
 

３．飲酒 

  

（１）はじめに 

 

   アルコール飲料は、生活・文化の一部として親しまれてきている一方で、意識状

態の変容を引き起こしたり、慢性影響による臓器障害、依存性、妊婦を通じた胎児

への影響等、他の一般食品にはない特性を有します。 

   健康日本２１では、アルコールに関連した健康問題や飲酒運転を含めた社会問題

の多くは、多量飲酒者によって引き起こされていると推定し、多量飲酒者を「１日

平均純アルコール 60ｇを超える飲酒者」と定義し、多量飲酒者数の低減に向けて努

力がなされてきました。 

   がん、高血圧、脳出血、脂質異常などは、１日平均飲酒量とほぼ比例して上昇す

ることが示されています。 

また、全死亡、脳梗塞及び冠動脈疾患については、男性では 44ｇ/日（日本酒２合

/日）、女性では 22ｇ/日（日本酒１合/日）程度以上の飲酒でリスクが高くなることが

示されています。 

同時に、一般に女性は男性に比べて肝臓障害など飲酒による臓器障害をおこしやす

いことが知られています。 

世界保健機構（ＷＨＯ）のガイドラインでは、アルコール関連問題リスク上昇の域

値を男性１日 40ｇを超える飲酒、女性１日 20ｇを超える飲酒としており、また、多

くの先進国のガイドラインで許容飲酒量に男女差を設け、女性は、男性の１/２から

２/３としています。 

そのため、健康日本２１（第２次）においては、生活習慣病のリスクを高める飲酒

量について、男性で１日平均 40ｇ以上、女性で 20ｇ以上と定義されました。 

 

※  ここでいうアルコールとは、純アルコール量をさします。 

 

（２）基本的な考え方 

   飲酒については、アルコールと健康の問題について適切な判断ができるよう、未成

年者の発達や健康への影響、胎児や母乳を授乳中の乳児への影響を含めた、健康との

関連や「リスクの少ない飲酒」など、正確な知識を普及する必要があります。 

 

 

 

 

 



 
 

 

（３）現状 

 

表 49 妊娠中の飲酒率 

 

 

成人（40～74 歳）の飲酒 

表 50 お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度 

 

【特定健康診査データ管理システム TKAC004 質問票項目別集計表】 

 

図 24 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（毎日飲酒する者のうち、 

１日当たりの純アルコール摂取量が男性 40ｇ以上、女性 20ｇ以上の者） 

の割合 

 

 男性                 女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特定健康診査データ管理システム TKAC004 質問票項目別集計表】 

神山町 0.0% 平成26年　母子健康手帳交付時

国 8.7% 平成22年　乳幼児身体発育調査

毎日 時々
ほとんど飲
まない（飲
めない）

毎日 時々
ほとんど飲
まない（飲
めない）

H22年 50.3% 17.9% 31.3% 42.7% 18.7% 35.9%
H23年 50.0% 16.8% 33.2% 42.4% 19.5% 35.1%
H24年 50.2% 16.1% 33.2% 42.7% 18.8% 35.5%
H25年 48.6% 18.7% 31.3% 43.3% 18.0% 36.0%
H26年 47.6% 19.7% 32.7% 43.3% 18.4% 36.2%
H22年 5.0% 25.2% 69.5% 7.0% 17.1% 72.8%
H23年 4.7% 22.7% 71.9% 7.1% 16.7% 73.1%
H24年 5.0% 19.5% 74.8% 7.4% 17.0% 72.4%
H25年 2.9% 22.3% 73.7% 7.9% 16.7% 72.5%
H26年 4.5% 21.0% 74.5% 7.9% 16.9% 72.8%

神山町 県

男性

女性



 
 

 

神山町国民健康保険における特定健康診査質問項目の、飲酒の頻度（表 50）では、

男性の「毎日飲む」と回答した割合が平均 50％あり、２人に１人は「毎日飲む」習慣

があります。また、県の割合よりも高くなっています。 

 

男女別に生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（毎日飲酒する者のうち、

１日当たりの純アルコール摂取量が男性 40ｇ以上、女性 20ｇ以上の者）の割合（図

24）では、県よりも少ないことが伺えます。 

 

毎日飲酒の習慣があるが、１日当たりの純アルコール摂取量は健康に影響を与えな

い範囲にとどまっている方が多いと思われます。 

   

（４）取り組み方針 

 

   健康日本２１（第２次）及びＷＨＯガイドラインでは、アルコール問題のリスク上

昇の値について、純アルコール量で男性 40ｇ以上、女性 20ｇ以上と定義しているこ

とから、この量について周知するとともに、未成年者・妊娠中の者への禁酒対策を進

めます。 

 

 具体的な取り組み 

    
町民（個人・地域） 

 ●適量を知り飲み過ぎないよう意識する 

●お酒を無理にすすめない 

●休肝日をつくる 

職域・学校 

 ●過度の飲酒による害について啓発する 

●薬物乱用防止教育、保健学習を行う 

●酒席での強要（無理にすすめない）をせず、酒量を控える 

●休肝日の奨励 

行政 

 ●アルコールが体に与える影響について啓発する（講演会、パンフレッ

トの配布等） 

●未成年者、妊娠中の飲酒をなくすために学校、病院、関係機関と連携 

●飲酒運転をしない、させない、啓発活動 



 
 

 ４．喫煙 

  

（１）はじめに 
 

   たばこによる健康被害は、国内外の多数の科学的根拠により因果関係が確立して

います。 

   具体的には、がん、循環器疾患、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）、糖尿病、周産期

の異常（早産、低出生体重児、死産、乳児死亡等）の原因になり、受動喫煙も、虚

血性心疾患、肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突然死症候群（Ｓ

ＩＤＳ）の原因になります。 

   たばこは、受動喫煙などの短期間の少量被ばくによっても健康被害を生じますが、

禁煙することによる健康改善効果についても明らかにされています。 

   特に、長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患で、咳・痰・息切れを主

訴として緩徐に呼吸障害が進行するＣＯＰＤは、国民にとってきわめて重要な疾患

であります。ＣＯＰＤの発症予防と進行の阻止は禁煙によって可能であり、早期に

禁煙するほど有効性は高くなることから、たばこ対策の着実な実行が必要です。 

 

（２）基本的な考え方 
 

   たばこ対策は「喫煙率の低下」と「受動喫煙への曝露状況の改善」が重要です。 

   喫煙と受動喫煙は、いずれも多くの疾患の確立した原因であり、その対策により、

がん、循環器疾患、ＣＯＰＤ、糖尿病等の予防において、大きな効果が期待できるた

め、たばこと健康について正確な知識を普及する必要があります。 

 

（３）現状 

成人（40～74 歳）の喫煙率 

 

図 25 たばこを習慣的に吸っている者の割合 

    

 

 

【特定健康診査データ管理システム TKAC004 質問票項目別集計表】 

 

男性 女性 



 
 

 

表 51  妊娠中の喫煙率 

 

 

   

妊娠中の母親の喫煙は見られませんが、神山町国民健康保険における特定健康診

査質問項目から、喫煙の状況をみると男性の喫煙率が県よりも高い結果となってい

ます。 

 

（４）取り組み方針 

 

たばこ対策は「喫煙率の低下」と「受動喫煙への曝露状況の改善」が重要であるた

め、たばこに関する正しい知識の普及や禁煙支援を行い、厚生労働省の目標値である

喫煙率 12％を目指すとともに、喫煙環境の整備などを行うことで受動喫煙への曝露

状況の改善を行います。 

     

具体的な取り組み 

    

 

 

 

 

 

町民（個人・地域） 

 ●受動喫煙を含むたばこの害を理解し、禁煙に努める 

●喫煙者は受動喫煙によるたばこの害を理解し、配慮する 

●禁煙外来を利用する 

職域・学校 

 ●職場内の禁煙、分煙に努める 

●禁煙についてのリーフレットを配布し、啓発する 

●喫煙防止教育、薬物乱用防止教育を行う 

行政 

 ●たばこが体に与える害について周知する 

 ・喫煙と生活習慣病の関連や喫煙が原因となる疾患について周知 

●禁煙支援 

 ・各種検診等で指導 

 ・禁煙希望者に対する医療機関等の紹介 

●未成年者、妊婦の喫煙をなくすため、関連機関と連携する 

●禁煙を呼びかける 

神山町 0.0% 平成26年　母子健康手帳交付時



 
 

５．歯・口腔の健康 

  

（１）はじめに 

   歯・口腔の健康は、口から食べる喜び、話す楽しみを保つ上で重要であり、身体

的な健康のみならず、精神的、社会的にも大きく寄与します。 

   歯の喪失による咀嚼機能や構音機能の低下は多面的な影響を与え、最終的に生活

の質（ＱＯＬ）に大きく関与します。 

   平成 23 年８月に施行された歯科口腔保健の推進に関与する法律第１条において

も、歯・口腔の健康が、国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役

割を果たしているとされています。 

   従来から、すべての国民が生涯にわたって自分の歯を 20 本以上残すことをスロー

ガンとした「８０２０（ハチマルニイマル）運動」が展開されているところですが、

超高齢化社会の進展を踏まえ、生涯を通じて歯科疾患を予防し、歯の喪失を抑制す

ることで、高齢期での口腔機能の維持につながるものと考えています。 

   歯の喪失の主要な原因疾患は、う蝕（むし歯）と歯周病で、歯・口腔の健康のた

めには、う蝕と歯周病の予防は必須の項目です。 

   幼児期や学童期でのう蝕予防や、近年のいくつかの疫学研究において、糖尿病や

循環器疾患等との密接な関連性が報告されている、成人における歯周病予防の推進

が不可欠と考えます。 

 

 

（２）基本的な考え方 

 

１）発症予防 

歯科疾患の予防は、「う蝕予防」および「歯周病予防」が大切になります。

これらの予防を通じて、生涯にわたって歯・口腔の健康を保つためには、個人

個人で自身の歯・口腔の状況を的確に把握することが重要です。 

 

２）重症化予防 

歯・口腔の健康における重症化予防は、「歯の喪失防止」「口腔機能の維持・

向上」になります。歯の喪失は、健全な摂食や構音などの生活機能に影響を与

えますが、喪失を予防するためには、より早い年代から対策を始める必要があ

ります。 

 



 
 

 

（３）現状 

 

表 52 幼児におけるむし歯がない者の割合 

 

【1 歳 6 か月児健診、3 歳児健診、幼児歯科検診結果】 

 

表 53 中学１年生 １人当たり永久歯むし歯経験歯数（DMF 指数） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

0.41本 0.63本 0.47本 0.1本
 

   【児童生徒健康診断集計】 

 

幼児におけるむし歯がない者の割合は、３歳から減少傾向にあり、３歳前からむし

歯になりやすくなっています。 

過去にむし歯になったことがあるかどうかを数値で表した「１人当たり永久歯むし

歯経験歯数（DMF 指数）」は、国の 12 歳児 1 人平均う歯数の基準値である 2.9 本を下

回っており、低い値で推移しています。 

 

 

〈１人当たり永久歯むし歯経験歯数（DMF 指数）〉 

 過去にむし歯になったことがあるかどうかを数値で表したもので、数値が高いほどむし歯が多い事になる。被

検者全員の「ｄ歯＝未処置のむし歯数」「ｍ歯＝むし歯が原因で抜去された歯」「ｆ歯＝むし歯が原因で処置され

た歯」の合計を被検者数で割ったもの。 

 

 

 

 

 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

１歳 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
１歳６か月 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
２歳 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
２歳６か月 100.0 100.0 100.0 93.7 100.0
３歳 80.8 92.0 85.7 91.3 91.7



 
 

   

（４）取り組み方針 
 

乳幼児期の歯科保健においては、特に乳歯の完成期である３歳のう蝕予防を中心

に、乳幼児の健全な育成のための歯科保健指導をすすめていきます。また次のライ

フステージでは学校保健と連携し、歯科保健対策をすすめます。 

歯周病が顕在化し始めるのは 40 歳以降と言われており、成人期から高齢期に至

るまで歯周病対策を継続して実施する必要があります。また近年、歯周病と糖尿病

や循環器疾患との関連性について指摘されており、歯周病予防は生活習慣病予防と

密接な関連があることから、生涯を通じて生活習慣病と「歯周疾患」等の歯科疾患

を予防し、歯の喪失を抑制するために、歯・口腔の働きを知り、歯科検診受診の必

要性を啓発し、受診行動がとれるようにするとともに、受診しやすい環境を整備し

ていきます。 
 

具体的な取り組み 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民（個人・地域） 

 ●歯の大切さを理解する 

●定期的に歯科検診に行く 

●正しい歯みがき習慣を身につける 

●個人に合ったブラッシング用具（歯間ブラシ、デンタルフロス等）を

使用する 

職域・学校 

 ●歯の大切さについて、パンフレット等で啓発する。 

●文化祭で歯の健康について掲示し理解を深める。 

●学校で食後、歯みがきを推奨する。 

●昼食後、歯みがきのできる環境をつくる。 

●屋外での職場は、屋外で出来る歯のケアの推奨。 

行政 

 ライフステージに対応した歯科保健対策の推進 

●乳幼児健診での歯科保健指導やフッ素塗布を実施し、生涯における歯

の大切さを啓発する 

●児童・生徒の歯科検診を年２回実施する。 

●学校歯科医と連携し、歯科衛生士による小学校でのブラッシング指導

を実施する 

●成人の歯科検診の推進 

●「８０２０運動」の推進 

歯科検診等の定期管理と支援の推進 

●定期的な歯科検診の必要性を啓発する 



 
 

６．休養・こころの健康 

  

（１）はじめに 

 

   社会生活を営むために、身体の健康と共に重要なものが、こころの健康です。こ

ころの健康とは、人がいきいきと自分らしく生きるための重要な条件です。 

   こころの健康を保つには多くの要素があり、適度な運動や、バランスのとれた栄

養・食生活は、身体だけでなくこころの健康においても重要な基礎となります。こ

れらに、心身の疲労の回復と充実した人生を目指す休養が加えられ、健康のための

３つの要素とされてきました。 

   特に、十分な睡眠をとり、ストレスと上手につきあうことはこころの健康に欠か

せない要素となっています。また、健やかなこころを支えるためには、こころの健

康を維持するための生活や、こころの病気への対応を多くの人が理解することが不

可欠です。こころの病気の代表的なうつ病は、多くの人がかかる可能性を持つ精神

疾患です。自殺の背景にうつ病が多く存在することも指摘されています。 

   うつ病は、不安障害やアルコール依存症などとの合併も多く、それぞれに応じた

適切な治療が必要になります。 

   こころの健康を守るためには、社会環境的な要因からのアプローチが重要で、社

会全体で取り組む必要がありますが、ここでは、個人の意識と行動変容によって可

能な、こころの健康を維持するための取り組みに焦点をあてます。 

 

 

（２）基本的な考え方 

 

   現代社会はストレス過多の社会であり、少子高齢化、価値観の多様化が進む中で、

誰もがこころの健康を損なう可能性があります。そのため、一人ひとりがこころの

健康の重要性を認識するとともに、自らの心の不調に気づき、適切に対処できるよ

うにすることが重要です。 

 

 

 

 

 



 
 

 

（３）現状 

 

ア 自殺者数 

 

表 54 自殺死亡者数    

 

    

【徳島県人口動態システム】 

 

   近年は、１年に１～３人の自殺者があり、そのうち早世（64 歳以下の死亡）

は全自殺者数のうち 47.1％と約半数を占めています。また、男女別にみると男

性が多いです。 

 

イ 睡眠 

 

図 26 睡眠で休養が十分にとれていない者の割合 

 

男性                女性 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

【特定健康診査データ管理システム TKAC004 質問票項目別集計表】 

 

     

（再掲）
早世

（人） （人） （人） （人）

平成17年 0 0 0 0
平成18年 3 2 1 2
平成19年 2 2 0 1
平成20年 3 1 2 2
平成21年 2 2 0 1
平成22年 1 1 0 0
平成23年 3 3 0 1
平成24年 3 2 1 1

合計 17 13 4 8

死亡者数 男 女



 
 

 

神山町国民健康保険における特定健康診査質問項目から、睡眠の状況をみ 

ると、睡眠で休養が十分にとれていないと回答した者の割合が男性は 20％強、

女性は 30％弱であり、県よりも低い結果となっています。 

また、女性の方が、男性よりも睡眠が十分にとれていないと感じています。 

 

（４）取り組み方針 

 

労働や活動等によって生じた心身の疲労を、睡眠や休養等で解消することによりこ

ころの健康の保持を図る等の啓発を行い、こころの悩みを抱えたときに気軽に相談で

きる環境を整備します 

また、こころの病気や認知症に伴う様々な言動や症状は、「脳」という臓器の状態

によって出現するため、精神疾患に対する理解を深め精神疾患に対する普及啓発を行

います。 

全国的に自殺者の急増は深刻な社会問題となっています。神山町は年に１～３人の

自殺者が出ている現状です。若い世代からの普及啓発が必要であるため、中学生、高

校生に対し自殺やこころの病気について正しい知識を普及し、自分の命を大切にする

ことができることを目的に関係機関と連携し、普及啓発を行っていきます。 

 

具体的な取り組み 

 

町民（個人・地域） 

 ●家庭、友人、町民同士等幅広いコミュニケーションをとる 

●心にゆとりを持ち、無理をしない、焦らない、積極的に休養をとる 

●ストレスをためない 

●高齢者や認知症の人を地域で支え合うような環境づくりに努める 

職域・学校 

 ●職場でこころの健康づくりを行う 

●こころの健康づくりについて健康相談、広報、保健だより等で啓発

する 

●中学校での「いのちの学習」を継続し、生命尊重、人間関係づくり、

性感染症、自己肯定感、よりよい生き方等健やかな心身の基となる

学習をする 

●趣味の集会へ誘い合わせて参加する 

●現場での休憩時間等、ゆとりの時間をつくる 

●過労にならないよう、休日・休暇の取り方を考える 

●友愛訪問を継続する 

●認知症について学習し、知識を深める 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政 

 こころの健康に関する啓発 

●中学高校と連携した「いのちの学習」の実施 

●各種保健事業でのこころの健康の情報提供 

●アルコール依存・ギャンブル依存等の予防の啓発 

●自殺予防の普及啓発 

●認知症の普及啓発 

精神保健福祉事業の推進 

●相談できる各種窓口機関の周知 

●関係機関と連携し対象者への支援 

●ソーシャルクラブの実施 

●小規模共同作業所「うめっこ」支援 



 
 

４．ライフステージ別健康づくりの推進 

 

 ライフステージや年齢に伴って変化する生活の状況によって、取り組むべき健康課

題も変化することから健康づくりは各年代の特徴に合わせた内容を、生涯を通じて実

践することが重要です。 

 ライフステージを妊娠期、乳幼児期、学童・思春期、成人期、高齢期と区分し、そ

れぞれの特徴を踏まえた健康づくりを推進していきます。 

 

ライフステージ各期の特徴 

 

出産までの間、人は母親の胎内で育ちます。この時期は母親を通して様々な影響

を受けるため、母親の健康管理が重要です。 

 

０～３歳は、生涯を通じて最も心身の発育・発達が著しい時期であるとともに生

活習慣が身につく時期です。また、４～６歳は生理的機能が次第に発達し、人格

や生活習慣の基礎を確立する大切な時期です。この時期は保護者や家族などの支

援が大きく関与するため、家庭や保育所を通じた健康づくりが大切です。 

 

７～18 歳の学童・思春期は知能・精神発達の時期であり、子どもから大人へ移

行する時期です。子ども自身が望ましい生活習慣を身につけ、生涯にわたって健

康を保持増進できる実践力をつけることが望まれます。この時期は学校の生活が

大部分を占めるので、家庭、学校、地域の連携によってより良い生活習慣を築い

ていくことが必要です。 

 

19～39 歳は体が成熟し次世代を産み育てる年代であるとともに、働き世代であ

ることから、多様な生活実態があり、個々人の実情に合わせた健康づくりが大切

です。40～64 歳は生活習慣の乱れや、年齢による機能低下から、生活習慣病が

急増する時期です。毎年、健康診査を受診するとともに結果を自身の生活と結び

つけたなかで、自分の健康は自分で守りつくる意識を持ち、自主的に生活習慣病

の予防や介護予防を行う必要があります。 

 

65 歳以上は個人差の大きい時期ですが生活習慣病の発症や加齢に伴い介護状態

になることが予測されます。脳血管疾患や認知症などによる介護状態になること

を予防するため、健康診査の受診や医療機関受診を行い自身の結果から悪化を予

防することが重要です。また、可能な限り要支援・要介護状態にならないように

介護予防に努め、自立した生活を送ることが望まれます。 

 

妊
娠
期 

乳
幼
児
期 

期 

学
童
・
思
春
期 

高
齢
期 

成
人
期 



 
 

 

表55 ライフステージ別目標項目一覧

〇 自分の体の変化を理解し、
生活と関連づけて考えられ
体重管理や食事の選択をで
きる

〇 生活リズムの確立が将来の
生活習慣病予防につながる
ことを知り、早寝早起きな
ど望ましい習慣を身につけ
る

〇 生活リズムや望ましい食習
慣や運動習慣の大切さを理
解する

〇 生活習慣病を発症する可能
性の高い妊婦が安全に出産
し、その後も自身で体調管
理ができる人を増やす

〇 学校、家庭、地域が連携し
て、子どもの健康づくりを
推進する

がん

■ 低出生体重児の割合の減少 ■ 肥満傾向にある子どもの割
合の減少

■
朝食を毎日食べている子ど
もの割合の増加

■
野菜を毎食食べている子ど
もの割合の増加

身体活
動・運
動

■ 運動やスポーツを習慣的に
している子どもの割合の増
加

飲酒 ■ 妊娠中の飲酒をなくす

喫煙 ■ 妊娠中の喫煙をなくす

歯・
口腔

■ ３歳でむし歯がない人の割
合の増加

■ １２歳でむし歯のない人の
割合の増加

休養

糖尿病

健康目標

母体の正常な妊娠維持・出産 元気な体づくり（生活習慣の確立）

達成
目標

循環器
疾患

栄養・
食生活

身体の特徴
母体内で体の器官が形成され
機能するまでの時期

発達が急速に進む時期
知能・精神機能の発達の時期

区分
妊娠期 乳幼児期 学童・思春期

神経系の発達が著しい時期

（胎児期） （０～６歳） （７～１８歳）



 
 

 

〇 〇 食生活や運動等の健康づく
りに取り組む

〇 重い介護状態になら
ず、地域で自立した生
活を送る

〇 〇 健診を継続的に受診し、異
常の早期発見や重症化を予
防する

〇 介護予防について理解し、
実践する

■ ■ ７５歳未満のがん死亡者数
の減少

■ がんの標準化死亡比の
減少

■ 高血圧の改善

■ 脂質異常症患者の減少

■ メタボリックシンドロームの該
当者及び予備群の減少

■ ７５歳未満の虚血性心疾患
による死亡者数の減少

■ 虚血性心疾患の標準化
死亡比の減少

■ 特定健康診査・特定保健指導実
施率の向上

■ 糖尿病有病者の増加の抑制

■ 糖尿病治療継続者の割合の増加

■ 血糖コントロール指標における
コントロール不良者の割合の減
少

■

■

■

■

■

■

■

■ ■

■

健診受診と重症化予防、介護予
防

脳血管疾患の標準化死
亡比の減少

定期健診受診の習慣化と生活習慣病予防 自立した生活と介護予防

健診を継続的に受診し、自分の健康状態を知り健診結
果と生活習慣の関連に気付き、自ら生活習慣病の予
防・改善できる

食生活や運動等の健康づくりに取り組む

がん検診受診率の向上

■

適正体重を維持している者の増加（肥満、やせ）

適切な量と質の食事をとる者の増加

野菜を毎日３５０ｇ以上摂取する者の割合の増加

運動習慣者の割合の増加

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

過去１年間に歯科検診を受診した者の割合の増加

睡眠による休養を十分にとれていない人の減少
自殺の標準化死亡比の減少

成人の喫煙率の減少

７５歳未満の脳血管疾患に
よる死亡者数の減少

（６５～７４歳） （７５歳～）

身体の成熟期 心身ともに充実する時期 加齢による身体機能の変化が起こる時期

成人期 高齢期

（１９～３９歳） （４０～６４歳）



 
 

５．目標値の設定 

 

 健康日本２１（第２次）では、目標設定に当たり 

  ▷ 既存でデータの活用により、自治体等が自ら進行管理できる目標 

の設定 

    ▷ 進歩する科学技術のエビデンス（根拠）に基づいた目標設定 

が示されています。 

 自治体自らが目標の進行管理を行うに当たっては、既存の統計資料で毎 

年モニタリングを行い、随時健康づくり活動を評価し、各種の取り組みに 

おける実施内容等の見直しを行っていきます。



 
 

 

目標

平成37年度

75歳未満のがん死亡者数の減

少
25人 減少

男性 80.0 100以下

女性 91.0 100以下

男性 54.0 100以下

女性 57.0 100以下

男性 99.0 100以下

女性 121.0 100以下

男性 67.0 100以下

女性 67.0 100以下

男性 - 100以下

女性 43.0 100以下

子宮がん 女性 167.0 100以下

がん検診受診率の向上 胃がん 10.4% 50.0%

（40～69歳） 肺がん 34.9% 50.0%

（子宮がんは20～69歳） 大腸がん 15.0% 50.0%

乳がん 14.5% 50.0%

子宮がん 15.5% 50.0%

脳血管疾患 12人 減少

13人 減少

男性 101 100以下

女性 93 100以下

男性 116 100以下

女性 123 100以下

男性 125mmHg 低下

女性 127mmHg 低下

21.1% 減少

脂質異常症の減少 10.7% 7.7%
国の目標は7.7％

であるため

該当者 16.2% 12.2%

予備群 10.7% 8.0%

特定健診 41.4% 60.0%

特定保健

指導
91.7% 95.0%

が

ん

総数

平成26年度
がん対策推進基

本計画による

地域保健・

健康増進

事業報告

分野 項目

平成21年～

平成25年

国は年齢調整死

亡率を評価項目

としているが既存

データで把握困

難のため、死亡

者数及び標準化

死亡比とした

徳島県人

口動態シ

ステム
がんの標準化死亡比の減少

全体

胃がん

肺がん

大腸がん

乳がん

現状 目標値の設定

理由

データ

ソース
神山町の現状

第２期特定健康

診査等実施計画

の平成29年度目

標値

LDLコレステロール160mg/dl

の者の割合

メタボルックシンドロームの該

当者及び予備群の減少

メタボルックシンド
ロームの該当者

及び予備群

特定健診・特定保健指導実施

率の向上

特定健診・特定保

健指導実施率

国は年齢調整死

亡率を評価項目

としているが既存

データで把握困

難のため、死亡

者数及び標準化

死亡比とした

徳島県人

口動態シ

ステム心疾患

脳血管疾患・心疾患の標準化

死亡比の減少

脳血管疾患

平成21年～

平成25年

徳島県人

口動態シ

ステム
心疾患

循

環

器

疾

患

75歳未満の脳血管疾患・心疾

患死亡者数の減少

平成21年～

平成25年

高血圧の改善

最高血圧平均値

平成26年度

国の目標は、男

性：134mmhg、女

性129mmhgだ

が、既に目標値

以下のため

神山町国

保特定健

康診査

Ⅰ度高血圧（140/90mmhg）

以上の者の割合

国の目標同様に

平成26年度比△

25％とした



 
 

 

目標

平成37年度

合併症（糖尿病性腎症による

年間新規透析導入率）の減少
4人 平成27年度 減少

治療継続者の割合の増加 73.8% 75.0%
国の目標値にあ

わせた

血糖コントロール指標における
コントロール不良者の割合の

増加

0.6% 減少
国の目標値は

1.0％だが既に下

回っているため

糖尿病有病者の増加の抑制 7.4% 減少

全出生数中の低体重児の割合

減少
3.8%

平成21年～

平成25年
減少

国の目標にあわ

せた

徳島県人

口動態シ

ステム

男子 2.6% 減少

女子 7.8% 減少

男性 28.1% 28.0%

国の20～60歳代

目標値にあわせ

た

女性 24.4% 19.0%
国の目標値にあ

わせた

33.5% 30.0%

国の平均が

31.7％であるた
め

低栄養傾向の高齢者の割合の

減少
14.6% 平成26年度 減少

国の目標値は

22％だが既に下

回っているため

小学３～６

年生
89.0% 100.0%

中学１～３
年生

87.0% 100.0%

小学３～６

年生
82.0% 100.0%

中学１～３

年生
62.0% 100.0%

－

6.4% 減少
国の平均が
7.9％であるため

17.6% 減少
国の平均が
11.6％であるた

め

14.4% 減少
国の平均が15.8
であるため

栄
養

・
食

生
活

全出生数中の低体重児の割

合

肥満傾向にある子どもの割合

減少

40～60歳代の肥

満（ＢＭＩ25以上）

週３回以上就寝前（２時間以
内）に夕食をとる者の割合

平成27年度

神山町国

保特定健

康診査
平成26年度

目標値の設定
理由

データ
ソース

神山町の現状
分野

神山町国

保特定健

康診査

ＨbA1cがNGSP値6.5%以上の
者のうち治療中と回答した者

の割合

ＨbA1cがNGSP値8.0以上の
者の割合

平成26年度

新規透析導入者数

ＨbA1cがNGSP値6.5%以上の
者の割合

糖
尿

病

項目
現状

町学校身

体計測結

果

平成26年度

適切な量と質の食事をとる者

の割合の増加

朝食を毎日食べ

る子どもの割合

野菜を毎食食べ
ている子どもの割

合

野菜を毎日350ｇ以上食べて

いる者の割合

週３回以上朝食を抜く者の割
合

週３回以上夕食後に間食をと

る者の割合

適正体重を維持している者の
増加（肥満、やせの減少）

20歳の時の体重から10㎏以
上増加している者の割合

65～74歳の低栄養傾向（ＢＭＩ

20以下）

中等度・高度肥満
児の割合（小学１

年～小学６年）

平成27年度

毎日食べること

が望ましいため

毎食食べること

が望ましいため

神山町食

生活アン

ケート（学

校食育推

進委員会）

国の小学５年生

目標にあわせた

神山町国

保特定健

康診査



 
 

 

目標

平成37年度

Ａ小学校 男子 59.2% 増加

女子 54.2% 増加

Ａ中学校 男子 100.0% 維持

女子 86.6% 増加
国の小学５年生目標値

にあわせた

歩行または同等の身体活動を
１日１時間以上実施している者
の割合

40～74歳 51.0% 増加
国の平均が
53.9％であるた
め

１回30分以上の軽く汗をかく運
動を週２日以上、１年以上実施
している者の割合

40～74歳 31.5% 増加
国の平均が
41.3％であるた
め

男性 10.5% 減少

国の目標値は

13.0％だが既に

下回っているた

め

女性 3.7% 減少
国の目標値は

6.4％だが既に下

回っているため

妊娠中の飲酒をなくす 0.0% 平成26年度 維持
母子健康手帳

交付時

成人の喫煙率の減少 成人の喫煙率 13.9% 平成26年度 12.0%
国の目標値にあ

わせた

神山町国保特

定健康診査

妊娠中の喫煙をなくす 妊娠中の喫煙率 0.0% 平成26年度 維持
母子健康手帳

交付時

３歳児 91.7% 平成26年度 増加
国の目標値は80％以上

だが既に上回っているた

め

３歳児健
診

１人当たりの永久
歯むし歯経験歯
数

中学1年生 0.1本 平成27年度 減少
国の12歳児目標

値を下回っている

ため

児童生徒

健康診断

集計

164 100以下

81 100以下

睡眠による休養を十分にとれて
いない者の割合の減少

24.4% 平成26年度 15.0%
国の目標値にあ

わせた

神山町国保特

定健康診査

分野 項目
現状

神山町の現状

目標値の設定
理由

データ
ソース

歯
・
口
腔
の

健
康

むし歯がない者の増加

平成27年度

徳島県人
口動態シ
ステム

平成21年～
平成25年

平成26年度

平成26年度

こ
こ
ろ
の
健
康

自殺の標準化死亡比の減少

男性

女性

飲
酒

生活習慣病のリスクを高める
量を飲酒している者の割合の
減少

１日あたり純アル
コール摂取量が
男性40ｇ以上、女
性20ｇ以上の者

妊娠中の飲酒率

喫
煙

身
体
活
動
・
運
動

国の小学５年生

目標値にあわせ

た

神山町国
保特定健
康診査

運動やスポーツを習慣的にし
ている子どもの割合

町学校養
護教諭提
供



 
 

第４章 計画の推進 

 

 １．計画の推進体制 

 

推進に当たっては、町民が「自分の健康は自分で守り、つくる」意識を持ち、一人

ひとりが主役となって自ら積極的に健康づくりに取り組むことが必要ですが、個人を

取り巻く家庭や地域、職域、行政が同じ目標に向かって施策を推進することで、個人

が取り組みやすい環境を整え目標の実現が可能となります。 

   健康かみやま２１をより効果的に推進していくためにも、町民、民間団体、関係

機関、町など健康づくりに関わる全ての関係者が相互に連携し目指すべき目標を共有

しながら、その目標の達成状況について管理・評価を行っていくことが重要です。 

 

  （１） 神山町健康づくり推進協議会 

 

   年２回開催 

 

  （２）夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～計画推進委員会 

 

 年１回開催 

 

 ２．推進するための関係機関の取り組み 

 

   神山町医師団 

 

 

     

 

・ 

    ・ 

    ・ 

    ・ 

 

神山町民の健康維持、健康増進については毎日の業務で行っているため、普

段、意識することはあまりない。 

疾病の予防のため、食事（塩分を控える、カロリーに気をつける等）運動、

暑さや寒さへの注意などを指導している。 

病気の早期発見に対しては、検診を受けることを勧めたり、基礎疾患のある

人に対しては、きちんと定期受診することも指導している。また、疾病治療に

ついては、服薬をきちんと守ることや、検査の必要性などを説明している。 

ここ数年間で感じているのは、統計の数字以上に認知症の患者が増えたよう

に思われる。特に、以前から通院していた人が高齢となるにしたがい、認知症

が出現し悪化する例が多く見られる。 



 
 

神山町保健推進員協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名西郡農業協同組合神山地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名西郡農業協同組合神山女性部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●栄養料理講習会等各種事業の実施（各地区） 

●減塩、野菜摂取の普及啓発（訪問、パンフレットの配布等） 

●“もう一品お手軽野菜”の伝達 

●お茶だけ運動の推進 

●手ばかり栄養法の普及啓発 

●小児生活習慣病予防教室に参加 

●各種会合に参加し、健康に関する普及啓発 

●健康づくり講演会のテーマに合わせた展示会  

●各種検診の受診勧奨と手伝い（各種リーフレットの配布） 

●家庭での野菜の栽培を推進 

●災害時に備えて、炊き出しボランティア等研修会への参加と保健推進員とし

て研修会を開催 

●みそ汁を持ち寄り、塩分検査 

 それには、保健師さん、栄養士さんに集会の時に来ていただき塩分はこれで良

いのか味が濃いのか薄いのか検査をしていただき、体に良い食生活をしたいと

考えています 

●糖尿病予防のため 

 血糖検査をお願いしたいと思います 

●ＪＡ女性部で集会の時に、がん検診では乳がんは自分で触診ができるため、確

かめあったり又、風呂などで個人的に確かめる（しこりがないか）ようにした

い 

●野菜を多く摂る料理講習を積極的に開催したい 

●ウォーキング大会に参加 

 

●全職員を対象に健康診断の実施 

 ・毎年、検診車による健康診断 

 ・もう少し詳しく検診を希望する人は、個人で健診センターに申し込みする 

 ・全職員、必ず受診 

 ・その結果により希望者には、健保協会の方の健康指導を受けてもらう 

●事務所内はすべて禁煙（外に喫煙場所を設けている） 

●各生産部会等でお茶菓子（チョコ、あめ）を出していたのを廃止しお茶だけ

にする 



 
 

神山町商工会 

 

 

 

 

フレッセ神山支所 中央建設国保組合神山出張所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協同組合神山建設業協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●職員の健康診断を行います 

●館内は禁煙にしています 

●会員に対して検診を推進します 

●集団健診の推進 

 受診率 70％を現在の目標として取組み中。ゆくゆくは 100％を達成したい 

 受診率向上のため、はがき、電話、支部ニュース等で頻繁に働きかけている 

●組合員同士の親睦を深め、連絡を密にして相互援助のできる環境をつくる 

 親睦旅行、各季節の催し、地元地域の催しに積極的協賛 

●建築奉仕作業、生活事故防止、自立支援 

●身体能力の維持 

 運動会、ボーリング大会、ソフトボール大会等開催。 

 歩くことの重要性を感じているので、今後はウォーキングを推奨したイベン

トを開催したい 

●早期発見の為に、定期検診受診の啓発をする。又、各事業所に仕事の調整等

工夫して受診できるよう働きかける。 

●協会へ関連ポスターの掲示又、パンフレット等の配布 

●作業開始前にラジオ体操の実施をする 

  ケガの予防（体を動かす仕事ではあるが、体全体をほぐしておく） 

●現場での休憩時間をとる 

 （夏場は特に、熱中症の危険があるので、水分補給等も含めて必ず休憩する） 



 
 

神山町民生委員児童委員協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神山町老人クラブ連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員児童委員は、町の高齢化に伴い高齢化がすすみ平均年齢 67 歳とな

り、委員各々の健康生活は活き活きとした委員活動を実践する上でも大切な課

題であり、一人の住民としても健康管理は重要な課題であると思われます。健

康増進とか健康で長寿を全うする為に委員自らも健康生活を実践する中で民生

委員の日常活動に生かしたいと思う。 

 その為に町民児協でも健康増進の為の研修会を通じて意識を醸成していく事

業を実施しようと考えています。 

 そのことによって、担当地区の高齢者や健康に問題を抱えている住民の方の

相談に応えたり、共に何ができるかを日常活動の中で考えていければいいかと

思います。 

 とりあえず、２月、３月に民児協の研修会で健康増進の課題や栄養のとり方

について、学習したいと計画しております。 

高齢化がいよいよ顕著になってきたが、近隣町村に比して平均寿命が低いのが

気になる。健康寿命と平均寿命の差が少ないのはそのためではないかといった

意見もあったが、引き続き健康寿命を延ばすことを進めたいと思う 

 そのためには、 

① 介護予防についての啓発につとめる 

１） ヨガ講座を続ける 

２） 歩け歩け運動の継続 

３） 介護予防教室の開催 

４） 体力測定会の継続 

５） ゲートボール、グランドゴルフの奨励 

 ②食生活改善の啓発 

１） お茶だけ運動 

２） 手ばかり栄養法の普及 

 ③高齢者学級において認知症予防法を体得する 

 

 

 



 
 

神山町身体障害者会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者ボランティアグループ「ハート・かみやま」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神山町社会福祉協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢化や過疎化のため、会員一人ひとりでは自身の健康を維持していく事が

難しいので会員一人ひとりと綿密に連携しながら健康増進に取り組んでまい

りたい。 

  〈具体的な取組み〉 

① 会員の病気にならないための予防措置 

健康診断の受診及び受診結果による改善指導の徹底 

② 会員の健康を管理するための指導 

健康増進のための勉強会の開催やパンフレットの配布 

③ 健康増進していくための催しの開催 

地域の運動会やウォーキング大会に積極的に参加するよう指導 

④ その他神山町とも一体となって会員の健康の維持・増進に取り組んでいき

たい。 

 

●あくまでもボランティアグループであるので、心身共に健康で楽しく活動に

参加したい。 

●会員の平均年齢が高いので、常に自分の健康状態を知り、規則正しい生活を

心がけ生活習慣病の予防に努めるようにする。 

●自己の健康管理に対する関心を深め、積極的に定期健康診断等を受診する。 

 （病気の早期発見・早期治療） 

●身体・精神障害者に対する正しい知識を知り、ボランティアとしての関わり

方の質を高めたい。 

〈健康で楽しく生活するために〉 

●定期健康診断の受診の啓発と受診費用の助成を行う等、受診環境を整える。

受診結果による所見項目の早期治療と改善指導や保健指導の受診をすすめ、

治療の必要な疾患を放置しないように、早期発見、早期治療に努める 

●生活習慣病予防の講習会や研修会を計画する等、生活習慣病に対する啓発を

行い、各自に生活習慣の改善に向けての動機づけを図り、生活習慣の改善に

努める 

 ・喫煙をしない 

 ・飲酒を適度にする 

 ・運動をする 

 ・適正な体重を保つ 

 ・規則正しい食事をする 

 ・不必要な間食をしない 



 
 

神山町議会 

 

 

 

 

 

 

神山町役場総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

小・中学校養護教諭代表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●定期的に健康診査を受けます 

●全面禁煙を推進します 

●地域の行事やボランティア活動に積極的に参加します 

●健康づくり講習会や勉強会に積極的に参加します 

●週に一度は休肝日を設けます 

 

●健康管理についての啓発、案内を定期的に実施します 

●全職員の健康診断等の受診を徹底します 

●健康診断等の指摘事項の改善に取り組みます 

●衛生委員会を定期的に開催し、職員の健康管理について検討します 

●衛生委員会で提案された検査項目等の検討をします 

●労働安全衛生法の一部改正に伴うストレス調査及び高ストレス者に対する面

接指導等を実施します 

１ 保健学習・保健指導で、知識を科学的に理解させ、自らの生活習慣を見直し

たり、改善するきっかけを作る。 

２ がん、循環器疾患、糖尿病、ＣＯＰＤは、児童生徒からすれば実感できづら

い病気であるので、そうした病気にかからないための健康の保持増進・生活

習慣づくりをおこなう 

３ 給食指導、学校生活を送る中で指導していく（常時指導） 

  ＠栄養指導、生活指導、教科のなかでの関連指導など 

４ 集会時での短時間指導 

  ＠児童・生徒保健委員会活動の発表や掲示物の作成を含む 

５ 肥満傾向児童生徒の指導 

  ＠個別指導、歩数計を利用した指導、おやつの指導用のワークシート作成 

６ 薬物乱用防止教室の開催 

薬物、たばこ（防煙）、アルコールのサイクルで開催する 

７ 健康診断結果に応じて専門医での受診率をあげる 

８ スクールカウンセラーなど専門機関と連携した心の健康づくりをおこなう 

９ 郡保健連合会や学校保健委員会の議題にする 

10 保健だより、掲示物で本人及び家族の啓発をする 

11 文化祭での啓発活動 



 
 

神山町 PTA 連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神山町母子保健推進員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 背景・課題 〉 

・食事は人の体だけでなく、心や頭の成長を促進する役目を担っている 

・朝食を摂らない子どもは学習意欲や集中力が高まらないと言われている 

・給食を食べているから大丈夫と言って、夕食はコンビニ弁当 

・家庭によって、意識のばらつきが激しい 

・意識の高い人は、勉強会なども積極的に参加する 

・伝えなければいけない人に伝わらない 

 

〈 職域としてできること 〉 

●保護者と学校が協力して、食育推進事業を実施し、多くの保護者に参加しても

らいながら、家庭での食事の大切さや栄養について学習・啓発する 

●地産地消の学習も含めて学校給食センターを見学したり、食育授業のワークシ

ョップを検討します。 

●乳幼児の健診時、保護者への声かけ（「もう一品お手軽野菜」の啓発） 

●お母さん同士のつなぎ役や相談役（乳幼児健診時に孤立している 

母等への対応） 

●乳幼児健診時に、祖父母が来ていたら、母子保健推進員が「おじいちゃん、お

ばあちゃんへ」のリーフレットを渡して、より良い“孫育て”のアドバイスを

する 

●役立つ情報を、乳幼児健診時に用意しておき、その時の話題に応じたリーフレ

ットで説明→後で興味があり欲しいと思った人に手渡す（持って帰っても読ま

ない人が多いので・・・） 

 



 
 

神山中学校：学校給食センター（栄養教諭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 学校給食について 〉 

●望ましい食習慣のお手本となるような献立作成を心がけたい（内容につい

て・食材の組合わせ・調理法・野菜の量・うす味など） 

●地場産物をテーマとした児童生徒からの献立募集は食への関心を高め、偏食

予防にもつながるため、継続していきたい 

 

〈 食育について 〉 

●低学年のうちから「バランス良く何でも食べる」ことを身につける学習 

●食育パワーアップ授業については、野菜や朝食についてのテーマとし、家庭

での食生活の見直しや改善につなげていきたい 

●地場産物の活用について、給食時間などを利用して児童生徒に啓発していき

たい 

●学校において野菜を栽培し、収穫後調理実習をするという一連の体験学習を

積極的にしてもらいたい 

 

〈 全体を通じて 〉 

●食については、将来健康に過ごすためには、今現在からの積み重ねが大切で

あることに児童生徒に気づかせ、学習したことが家庭へ持ち帰り、自分や家

族の食生活の改善につながるよう努めたい 

 



 
 

神山町教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「教育委員会」として 

●各校の健康づくり等の取り組みについて支援する 

●各校の取り組みに対して、評価、支援していく基盤づくりを行う 

→学校や家庭を中心に、地域ぐるみでの計画を盛り込む 

 

〈 身近なことから取り組もう！！ 〉 

 学校保健の推進の中で健やかに生きる力を育む 

→心身の調和のとれた発達をめざす 

 

① 生活習慣の確立～各年齢に応じて～ 

健康三原則（栄養・休養・運動）を基に、体力向上と食育との関連を考慮

し、保健学習の授業等の充実に取り組む。家庭・地域・専門機関・教育委

員会等も含めての連携をすすめる 

② 食育の推進 

地場産物を使用した学校給食による指導や「早寝・早起き・朝ご飯」運動

の展開、各種懇談会や保護者へのたより等による家庭・地域との共通理解

を図る。 

生産者・地域を含めた交流学習の支援 

③ 体力向上の取り組みの充実 

学校体育の充実を図り、発育発達段階に応じた運動の継続的な取り組みに

よる運動習慣の確立（自分で目標を立てる） 

 

〈 進め方 〉 

plan  ・何が問題か？誰が支援するのか？課題を出し合う 

     ・誰（どんなところ）と、どんな連携をしていくのか？ 

       地域の取り組みを調べて、一緒に働きかける。 

 

     do   ・学校との連絡を密にとり、生きた情報のやりとりをする 

 

     check ・目的を再確認し、共通理解を図る。支援・連携の継続 

 

    action ・よりよい方向へと改善する→次の段階へ進む取り組みへ 

 

 自らが健康の大切さに気づき、改善し、笑顔で暮らせるように！ 

 

 

 



 
 

 

第５章 資料編 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

用語解説

悪性新生物 がんや肉腫のこと

アルツハイマー型
認知症

認知症を主体とし、病理学的に大脳の全般的な萎縮、組織学的に老人
斑、神経原線維変化の出現を特徴とする神経変性疾患である。認知症の
中で最も多い。64歳以下で発病した場合をアルツハイマー病、65歳以上
で発病した場合をアルツハイマー型認知症と呼び分けることがあり、総称
はアルツハイマー型認知症となる。単にアルツハイマー病とよぶことも多
い。

eGFR
（ｲｰｼﾞｰｴﾌｱｰﾙ）

腎機能の検査項目で推定糸球体ろ過量（Glomerular Filtration Rate)の
略。血清クレアチニンからのGFR推算式
男性　１９４×血清クレアチニン-1.094×年齢-0.287

女性　　eGFR（男性）×0.739

NGSP値
（ｴﾇｼﾞｰｴｽﾋﾟｰ)

糖尿病の診断を行う上で指標となるHbA1ｃの検査値の１つであり、国際的
に使用されている。

LDLコレステロール
（ｴﾙﾃﾞｨｰｴﾙ　ｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ）

動脈硬化や虚血性心疾患、脳血管障害を引き起こす危険因子とされ、
「悪玉コレステロール」とも呼ばれている。

介護保険

40歳以上の人すべてが加入する公的保険制度
1997年成立の介護保険法に基づき、2000年4月から、介護保険制度が施
行される。これは「40歳以上の人全員が、介護保険に加入する」というもの
である。これにより、40歳以上の人全員が所得に応じて保険料を払うことに
なった。この保険料や公的資金を財源として、介護サービスが提供され
る。
保険料の納付は、40～64歳までは現行の医療保険に上乗せの形で徴収
される。65歳以降は、年金から天引きなどで徴収される。
介護サービスを利用したい人は、まず市町村に申請を出し、介護の必要
性の有無や介護の程度について、審査を受ける。この結果、要介護と認
定されると、介護サービスが利用できる。この時、利用者はかかった費用
の１割を自己負担する。

狭心症

冠動脈の虚血が一過性で、心筋の障害も一時的であり、血流が回復すれ
ば元の状態に戻る。このような病態の多くは胸痛や胸部の圧迫感を伴うた
め、狭心症という。ただ、症状を伴わない場合もある。労作性狭心症、異型
狭心症、不安定狭心症などがある。

虚血性心疾患
心筋に酵素を供給する血管（冠動脈）に異常が起こり、心筋への酸素の供
給不足から、心筋障害を起こす病気の総称。心筋梗塞、狭心症に大別で
きる。

軽度認知障害（MCI)
認知症までには至らないが、記憶など認知機能の低下が年齢相応以上に
認められる状態をいう。
MCI：Mild　Cognitive　Impairment

健康寿命 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。
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後期高齢者医療

平成20年4月より導入された、75歳以上（一定の障害のある方は65歳以
上）の高齢者を対象とする新たな医療保険制度。これまでは、75歳以上の
高齢者は、従来の医療保険制度（国民健康保険、健康保険など）に組み
込まれていた「老人保険制度」の対象だったが、新たな制度の導入によ
り、75歳以上の高齢者は全て従来の医療保険制度から脱退し、後期高齢
者医療制度の被保険者となる。

高血圧

Ⅰ度高血圧とは、収縮期血圧１４０mmHg以上または拡張期血圧９０mmHg
以上。
Ⅱ度高血圧とは、収縮期血圧１６０mmHg以上または拡張期血圧１００
mmHg以上。
Ⅲ度高血圧とは、収縮期血圧１８０mmHg以上または拡張期血圧１１０
mmHg以上。

国民健康保険
被用者の健康保険の適用を受けない農民や自営業者などに対して実施さ
れる医療保険。1958年（昭和33）制定の国民健康保険法に基づくもので，
保険者は市町村。

JDS値
（ｼﾞｪｰﾃﾞｨｰｴｽ）

糖尿病の診断を行う上で指標となるHbA1ｃの検査値の１つであり、日本の
みで使用されている。

子宮頸がん
子宮の下方にある子宮頸部に発生するがん。ヒトパピローマウイルス
（HPV)の感染が原因とされている。

CKD
（ｼｰｹｰﾃﾞｨｰ）

慢性腎臓病（Chronic　Kidney　Disease）のこと。
CKDの定義は以下のとおり
①尿異常、画像診断、血液、病理で腎障害の存在が明らか、特に尿蛋白
の存在が重要
②糸球体ろ過量（GFR)＜６０ml/分/1.73㎡
①、②のいずれか、または両方が3か月以上持続する。

脂質異常（症）
血液中の脂質であるLDLコレステロールや中性脂肪が増えすぎる病気。ま
たは、HDLコレステロールが不足している病気。

出生率 出生数／人口×1,000　　つまり、人口1,000人に対する率

受動喫煙 他人の吸ったたばこの煙を周囲の人が吸入すること。

循環器疾患
心不全・心筋梗塞・大動脈瘤・動脈硬化などの心臓や血管に影響を与え
る病気の総称。

心筋梗塞
心筋に酸素を供給する血管（冠動脈）の動脈硬化が進行し、血の塊が冠
動脈の内側をふさぐことで、心筋への血液が滞り、心筋細胞が壊死（えし）
する状態のこと。

心疾患
心筋梗塞・狭心症・慢性リウマチ性心疾患・心不全などの心臓の病気の総
称。

総コレステロール 高コレステロール血症や肝臓の状態を調べるための検査項目。

早世 64歳以下で死亡することをいう。
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透析
半透膜を介して患者の血液と透析を接触させることで血液から水分やナト
リウムなどの過剰な物質を除去し、体内に不足している物質を補充して、
体液の恒常性を維持する治療法である。

糖尿病

インスリン作用不足による慢性の高血糖状態を主徴とする代謝症候群で
ある。
1型糖尿病では、インスリンを合成・分泌する膵ランゲルハンス島β細胞の
破壊・消失がインスリン作用不足の主要な原因である。
2型糖尿病は、インスリン分泌低下やインスリン抵抗性をきたす素因を含む
複数の遺伝因子に、過食（とくに高脂肪食）、運動不足、肥満、ストレス、な
どの環境因子および加齢が加わり発症する。
【糖尿病治療ガイド2014-2015】

特定健康診査（特定健
診）

平成20年度に始り、各医療保険者が40歳～74歳を対象に実施を義務づ
けられているもの。生活習慣病の増加に伴い、メタボリックシンドローム（内
臓脂肪症候群）に着目した生活習慣病予防のための健康診査。

認知症
いったん正常に発達した「記憶」「学習」「判断」「計画」といった脳の知的
機能（認知機能）が、後天的な脳の器質障害によって持続性に低下し、日
常・社会生活に支障をきたす状態をいう。

年齢調整死亡率
年齢の構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を
調整した死亡率

脳血管疾患
脳梗塞・脳出血・くも膜下出血に代表される脳の病気の総称。脳の血管が
つまったり、破れたりすることで、血液が送れなくなり、脳細胞が壊死（えし）
する状態のこと。

脳梗塞

脳梗塞とは、脳動脈の狭窄や閉塞により、虚血が起こり、脳組織が壊死に
陥る疾患である。障害部位により、様々な局所神経症状をきたす。脳血管
疾患死亡数の半数以上を占め、高齢化に伴い罹患数の増加が予想され
ている。また、寝たきりの原因疾患の第1位であり、発症予防とともに、早期
リハビリテーションによるADL向上、社会復帰が重要である。

脳出血

脳実質内の出血のことをいい、脳内血腫の圧迫による局所神経症状およ
び頭蓋内圧亢進症状を示す。原因としては、高血圧が大部分を占める。
血腫の部位（被殻出血、視床出血、脳幹出血、小脳出血、皮質下出血な
ど）大きさによって様々な程度の頭痛、意識障害、脳局所症状がみられ
る。

BMI
体重と身長の関係から算出される肥満度を表す体格指数。
（Body　Mass　Index)
計算式＝体重（Kg)÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）
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非感染性疾患（NCD)

がん、循環器疾患、糖尿病及び慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）等の生活習
慣改善による予防が可能な疾患をいう。非感染性疾患は世界的にも死因
の約60％を占めており（2008年現在）、今後10年間で77％にまで増加する
と予測されている。

肥満傾向児 性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の児

標準化死亡比（SMR)
その地域の年齢構成の違いを除いて死亡率を全国と比較するための指
標。全国と同じであれば１００となり、１００を超えると全国より死亡数が多く、
１００より小さいと死亡数が少ないことを意味する

不慮の事故 交通事故、転倒・転落、溺死及び溺水、窒息など

HbA1ｃ（ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ　ｴｰ
ﾜﾝ　ｼｰ）

血液中の赤血球にあるヘモグロビンという血色素に糖がくっついてできる
糖化ヘモグロビンの割合をいい、検査日からさかのぼって１～２か月間の
血糖の平均値を示す。

保健指導支援ツール 保健指導対象者抽出等に使用する電算システム

慢性閉塞性肺疾患
（COPD)

長年にわたる喫煙習慣を主な原因とし、空気の通り道である気道（気管
支）や酸素の交換を行う肺（肺胞）が慢性の炎症を起こし、酸素の取り入
れ、二酸化炭素の排出に障害が起きる病気。
COPD：Chronic　Obstructiv　Pulmonary　Disease

メタボリックシンドロー
ム

内臓脂肪の蓄積により、高血圧、脂質異常、高血糖を伴って動脈硬化が
引き起こされた状態。

メタボリックシンドローム該当者：腹囲（男性85cm以上、女性90cm以上）＋
血圧（収縮期血圧130以上または拡張期血圧85以上）、血糖（空腹時血糖
100以上またはHbA1c5.6以上）、脂質異常（HDL39以下または中性脂肪
150以上）の2項目以上が該当する場合

メタボリックシンドローム予備群：腹囲＋血圧、血糖、脂質異常のうち1項目
が該当する場合

レセプト
患者が受けた診療について、医療機関が保険者（市町村や健保組合等）
に請求する医療費の明細書。

ロコモティブシンドロー
ム（運動器症候群）

運動器（骨、関節軟骨、椎間板、筋肉、神経系など）の障害のために自立
度が低下し、介護が必要になる危険性の高い状態をいう。
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計画策定の経過 

   

開 催 日 内 容 

平成２７年 ５月１４日 第１回夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～計画策定委員会

（神山町健康づくり推進協議会） 

平成２７年１０月３０日 第１回夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～計画検討委員会 

平成２７年１２月 ９日 第２回夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～計画検討委員会 

平成２８年 １月１５日 第３回夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～計画検討委員会 

平成２８年 ２月１８日 第２回夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～計画策定委員会

（神山町健康づくり推進協議会） 

 

 

夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～計画策定委員会名簿 

（健康づくり推進協議会委員名簿） 

（順不同、敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 所属 役職 氏名 

1 東部保健福祉局（徳島保健所） 所長 大木元 繁 

2 神山町医師団 代表 河野 宗夫 

3 歯科医師 代表 山田 剛 

4 神山町議会 H28.1.5 まで 厚生文教常任委員長 西崎 哲夫 

H28.1.6 から 産業建設厚生常任委員長 中西 富士男 

5 広野小学校 校長 折目 泰子 

6 神山中学校 校長 湯浅 成昭 

7 薬剤師 代表 橋本 和子 

8 名西郡農業協同組合神山支所 支所長 古庫 泰美 

9 神山町老人クラブ連合会 会長 阿部 久 

10 神山町保健推進協議会 会長 森本 知世子 



 
 

夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～計画検討委員名簿 

 

（順不同、敬称略） 

 所属 役職 氏名 

1 神山町医師団 代表 河野 宗夫 

2 神山町保健推進員協議会 会長 森本 知世子 

3 名西郡農業協同組合神山支所 支所長 古庫 泰美 

4 名西郡農業協同組合神山女性部 部長 下窪 知子 

5 神山町商工会 会長 佐藤 英雄 

6 フレッセ神山支所 

中央建設国保組合神山出張所 

会長 坂野 良一 

7 協同組合神山建設業協会 理事長 河野 栄介 

8 神山町民生委員児童委員協議会 会長 阿部 文夫 

9 神山町老人クラブ連合会 会長 阿部 久 

10 神山町身体障害者会 会長 後藤 哲二 

11 障害者ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ「ﾊｰﾄ・かみやま」 会長 西田 聖子 

12 神山町社会福祉協議会 事務局長 入川 文明 

13 神山町議会 H28.1.5 まで 議長 相原 浩志 

H28.1.6 から 議長 樫本 雄一 

14 神山町役場総務課 課長補佐 高橋 則充 

15 小・中学校養護教諭代表 養護教諭 久保 順子 

16 神山町ＰＴＡ連合会 会長 杼谷 学 

17 母子保健推進員会 会長 中内 喜代美 

18 神山中学校  栄養教諭 大川 宏実 

19 神山町教育委員会 次長補佐 中村 由美子 

20  東部保健福祉局（徳島保健所） 課長 中瀨 明代 
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